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第１章 序論 

１.１. 研究の背景 

本研究は、在宅高齢者等の災害時要配慮者注 1)(以下、要配慮者とする)を対象に絞り、要

配慮者の避難を効果的に支援するために、津波避難訓練の観察及び訓練後のアンケート調

査、実災害におけるヒアリング調査を用いて要配慮者の避難行動(自力避難と介助避難)に影

響を与えた要素と課題を導出に関する研究である。 

2011 年東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち 65 歳以上の高齢者の死者数

は約 6 割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約 2 倍と推計された。他方で、

消防職員・消防団員の死者・行方不明者は 281 名、民生委員の死者・行方不明者は 56 名に

上るなど、多数の支援者も犠牲となった 1)。また、2018 年 7 月豪雤により、237 人の死者、

8 人の行方不明者、123 人の重傷者が発生し、6,767 棟が全壊、7,137 棟が床上浸水など、

西日本を中心に各地で大きな浸水被害が発生した 2)。愛媛県、岡山県、広島県での死者数の

うち、60 代以上の割合は約 7 割であったと報告されている 3)。 

津波や洪水が想定される地域においては、津波又は洪水到達までの危険波及時間内に想

定浸水深より高い標高まで避難することが必要であるが、要配慮者のなかで高齢者は身体

能力及び認知能力の低下により災害時の対応が難しい場合がある。これに加え、要配慮者

の社会的、環境的な要因は、要配慮者の避難行動と住民による避難支援行動に様々な課題

をもたらすと予想される。これについて、災害対策基本法により 2013 年に避難行動要支援

者名簿の作成が義務化され（災害対策基本法第四十九条の十）、2021 年には個別避難計画

の作成が努力義務化された（災害対策基本法第四十九条の十四）。また、内閣府の避難行

動支援に関する取組指針 4)によると、「避難を支援する者の負担感を軽減するため、複数人

での役割分担をし、地域の避難訓練等を通じ支援者の輪を広げること」となっている。 

このように、要配慮者の避難支援には自助・共助・公助の様々な主体の連携が必要であ

る。本研究では、生活問題において多様な主体で取り組む地域福祉の観点から、福祉関係

者や自主防災組織の関係者、要配慮者本人等を避難支援の主体とした要配慮者の避難支援

行動について検討する。 

地域福祉の推進主体は、社会福祉協議会、民生委員、地縁団体（自主防災組織、自治会、

町内会等）、NPO・ボランティア団体等様々である。各主体で取り組む要配慮者の避難支

援活動を見ると、民生委員は、平常時での災害時要援護者台帳(要配慮者台帳とも言う)や災

害福祉マップの作成、災害時での要配慮者の安否確認や避難所の開設と運営への協力等を

行う。自主防災組織は、平常時での地域の災害危険個所の把握や、防災訓練の実施、地区

内の避難行動要支援者の把握と名簿の管理、市町村等との連携による避難行動要支援者へ

の支援方法の整理、災害時での情報収集と伝達や、避難誘導、避難行動要支援者への避難

支援、救出と救護を行う。社会福祉協議会は、平常時での各種の福祉サービスや相談活動、

ボランティアや市民活動の支援、共同募金運動への協力など、全国的な取り組みから地域

の特性に応じた活動の実施、災害時での福祉施設入所者の安全確保や、福祉避難所の開設
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と運営、被災状況や地域の支援ニーズに応じた活動等を行う。このように様々な主体によ

る要配慮者避難支援が行われている。 

要配慮者避難を支援するのに、要配慮者の脆弱性に関する検討が先行されなければなら

ない。要配慮者の脆弱性は、要配慮者の ADL 注 2)(以下、身体能力とする)と、暮らしている

社会環境の相互作用の中で決まる 5)(図１−１)。通常、これは介護支援専門員（ケアマネジ

ャー）や相談支援専門員等福祉専門職によって作成されたケアプラン等で対応される。平

成 29 年度より、防災と福祉を連携する観点から、別府市はこれまでの福祉専門職によるケ

アプランだけでなく、当事者や地域、行政等福祉関係者全体で取り組む要配慮者個別避難

計画を推進している。また、平成 30 年度より、兵庫県は介護支援専門員（ケアマネジャー）

や相談支援専門員の協力を得て、平常時のケアプラン等を踏まえ、「防災と福祉の連携モ

デル事業」として地域で取り組む避難のための個別支援計画（災害時ケアプラン）を作成

しており 6)、福祉関係者のための防災力向上研修や、自主防災組織及び住民のための福祉理

解研修、要配慮者のための自助力確認研修を実施している。このように、地域福祉の多様

な主体で取り組む要配慮者避難支援の事例が増えている。 

 

図 １-１ 平常時の社会環境における要配慮者の脆弱性とそれに係る主体 

 

個別避難計画や災害時のケアプランを作成する際には、介助避難を想定し支援内容を決

めることが多いが、災害時の環境では、平常時の社会環境とは異なり、要配慮者だけでな

く、避難支援等関係者注 3) (以下、避難支援者とする)にも脆弱性が発生する。このため、要

配慮者避難を支援する際の脆弱性を軽減するのに、自力避難及び介助避難での要配慮者避

難行動の解明や、介助避難での住民による避難支援行動発生状況の分析を行うことで、要

配慮者避難支援に伴う課題を把握する必要がある。 

一方、現在の日本では急速な高齢化と尐子化が同時に進んでおり、高齢者の避難支援に

中心となるはずの若年・中年層が減尐し、支援がより一層困難な状況となっている 7)。また、

内閣府の避難行動支援に関する取組指針 1)によると、「避難行動要支援者名簿制度の活用や

意義等について理解してもらうことと合わせて、避難支援等関係者等は全力で助けようと

するが、助けられない可能性もあることを理解してもらう」となっていることから、やむ

を得ず避難支援を受けられない状況も想定する必要があると考えられる。このため、災害
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時要配慮者の安全を確保するためには、避難支援者による介助避難のみならず、やむを得

ずに行った要配慮者の自力避難に備える対応も検討する必要があると考えられる。 

 

１.２. 既往研究と本研究の位置付け 

これまでにも要配慮者避難支援については、様々な観点から研究はなされてきた。その

中、福祉と防災の連携の観点から、立木は、要配慮者への対応が平時の福祉と災害時の防

災で分断されていることが「災害弱者」問題の根本原因と指摘し8)、それに対して福祉関係

者が身につけるべきこと4)など、インクルーシブ防災を提唱している。また、石井らは、ケ

アマネジャーのケアプラン作成による避難支援の課題を分析し、ケアプランと連携する個

別支援プランの重要性を指摘した9)。このように、要配慮者避難支援に関する制度検討が喫

緊の課題となっている。 

続いて、要配慮者の自助力や共助力に関する検討としては、松川らは、当事者が主体的

に参画できる状況を整えるのに、行政・地域での多機関連携とそのための根回しが事前に

必要となると指摘し10)、さらに、インクルーシブな防災訓練などの取り組みが要配慮者の被

害低減につながる要配慮者の当事者力としての防災リテラシーの向上に寄与したことを検

証した11)。このように、要配慮者の自助力や共助力を高めておく防災リテラシー教育はます

ます重要視されるようになっている。 

そして、要配慮者の介助避難に関する検討としては、実験環境において、シルバーカー、

介助車、車いす及びリヤかーの4種類の搬送機材の避難輪送力ならびに避難輪送量を比較・

分析した研究12)、津波避難タワーにおける最適な搬送方法及び搬送経路を検討した研究13)、

階段上昇搬送時、搬送方法による階段搬送速度や身体負担を比較・分析した研究14)がある。

また、実災害の環境において、2018年7月豪雤の事例から、施設間の水平避難及び施設内の

垂直避難を行った高齢者施設の避難対応における課題を抽出・分析することにより、被災

前の予防措置、自動車避難とエレベーター避難等に関する知見を示した研究15)、避難誘導に

焦点を絞り、入居型の高齢者施設を対象にした水害対策に関する調査を通して、迅速で安

全な避難誘導を実現するための課題について分析を行った研究16)、2002年8月豪雤の事例か

ら、高齢者の避難行動や避難援助の課題を把握し、避難援助のあり方を検討した研究17)ある。

このように、要配慮者避難支援に対する社会的な要求が高まる一方で，要配慮者やその支

援者側の対応は遅れている。2019年台風19号での住民の防災情報認知と避難行動を分析し、

要配慮者への情報伝達の課題を検討した研究18,19)があるものの、事前に考えていた避難支援

者ではない通りがかりの住民による避難支援を誘発する条件に関する検討は見当たらない。 

そこで本研究は、既往研究から一歩進んだものとして、如何にして要配慮者の自助力や

共助力を高めるのかについて、要配慮者避難支援に対する社会的な要求を踏まえ、防災と

福祉を連携する観点から、避難訓練から実災害時の避難までにおいて、自力避難及び介助

避難での要配慮者避難行動の解明や、介助避難での住民による避難支援行動に着目し、避

難訓練と実災害より要配慮者避難支援に関する課題を導出することで、地域福祉として要

配慮者避難支援に関するシステム構築や制度検討に利用可能な資料をまとめたものである。 
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１.３. 研究の目的と方法 

以上の背景を踏まえて、自力避難及び介助避難での要配慮者避難行動の解明や、介助避

難での住民による避難支援行動に着目し、津波避難訓練と実災害における要配慮者避難支

援の現状を把握し、要配慮者避難支援に有効な方法を提示することにより要配慮者及びそ

の避難支援者を含めた人的被害の軽減を本研究の目的とする。 

その手順は、以下の通りである。 

1. 海南市において住民参加のもと行われた避難訓練における避難速度の計測や避難状

況の観察・分析、アンケート調査を行うことで、要配慮者の自力避難を支援するため

のケアプランへの反映が望ましい要素を抽出する。 

2. 高知県高岡郡中土佐町において住民参加のもと行われた津波避難訓練における要配

慮者の避難行動及び住民の避難支援行動を観察・分析、アンケート調査を行うことで、

より効率的な車いす避難支援のための課題を抽出する。 

3. 平成 30 年 7 月豪雤の際、 要配慮者や要配慮者避難支援を実施した家族を対象とした

ヒアリング調査を行い、要配慮者の避難行動を段階別分析することで、実災害の環境

における様々な要素が要配慮者にどのような影響を与えたのかを明らかにする。 

 

１.４. 研究の構成と各章の概要 

本論文は5章にて構成され、第1章は「序論」、第5章は「結論」に当たる。図１−２に、

論文の構成を示す。  

 

図 １-２ 論文の構成 

 

第２章「福祉と連携
した要配慮者津波
避難訓練を通じた
避難支援課題の抽
出」 

●要配慮者の自力
避難を支援するた
めの課題を抽出 

 

第３章「津波避難
訓練の観察による
車いすへの支援行
動発生状況の分
析」 

●より効率的な車
いす避難支援のた
めの課題を抽出 

第１章「序論」 
● 研究の背景・目的・位置づけ 

第５章「結論」 
● 研究のまとめ 

避難訓練、 
アンケート調査 

実災害、 
ヒアリング調査 

第４章「平成 30
年 7 月豪雤時要配
慮者の避難行動に
影響を与えた要素
と課題の導出」 

●実災害における
要配慮者の避難を
促進・阻害した要
素を導出 
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第２章は「福祉と連携した要配慮者津波避難訓練を通じた避難支援課題の抽出」と題し、

要配慮者津波避難訓練における要配慮者の避難行動を段階別に分析し、要配慮者の自力避

難に備えるケアプランへの反映が望ましい要素を抽出する。 

第３章は「津波避難訓練の観察による車いすへの支援行動発生状況の分析－高知県中土

佐町における津波避難訓練を事例として－」と題し、津波避難訓練における要配慮者の避

難行動及び住民の避難支援行動を観察・計測し、車いす避難支援行動発生状況を分析する。 

第４章は「平成30年7月豪雤における要配慮者の避難行動に影響を与えた要素と課題の導

出－覚知、上階移動、立退避難等の各段階のプロセスについて－」と題し、実災害におけ

る要配慮者の避難行動を段階別に分析し、要配慮者の避難行動における阻害及び促進要素

と課題を導出する。 

 

注 

注1) 災害対策基本法第 8 条第 2 項 15 号では、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配

慮を必要とする者」を要配慮者としており、また、同法第 49 条の 10 では、「要配慮者

のなかでも特に支援を必要とする者」を避難行動要支援者としている。本研究で扱う

対象者には自力歩行ができる者が含まれている(つまり、すべての対象者が避難行動要

支援者であるというわけではない)ため、要配慮者という用語を使用した。本研究の対

象者には、要配慮者として高齢者および障害者が含まれる。 

注2) 移動・排泄・食事・更衣・洗面・入浴などの日常生活動作。ADL の要素である身体能

力、認知能力、精神面などは、相互に作用し合う。本研究では、身体能力のみを扱う

ため、ADL 代わりに「身体能力」という用語を使用した。 

注3) 災害対策基本法第 49 条の 11 では、「消防機関、都道府県警察、民生委員法（昭和二十

三年法律第百九十八号）に定める民生委員、社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五

号）第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支

援等の実施に携わる関係者」を避難支援等関係者としている。この場合の「避難」は

災害を避けることや安全な場所で生活することが含めているが、本研究では、災害を

避けることを「避難」とし、避難訓練や災害における要配慮者の避難行動を直接支援

する者を「避難支援者」という用語を使用した。 
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第２章 福祉と連携した要配慮者津波避難訓練を通じた避難支援課題の抽出 

２.１. はじめに 

日本の高齢化率は 2020 年度に 28.7％に達した 1)。2040 年度には 35.3％が予想され 2)、

高齢化は急速に進行している。津波が想定される地域においては、地震発生から津波到達

までの危険波及時間内に想定津波高より高い標高まで避難することが必要であるが、要配

慮者のなかでも高齢者は身体能力及び認知能力の低下により災害時の対応が難しい場合が

ある。高齢者の避難を支援するため、様々な対策が講じられているが、現在の日本では急

速な高齢化と尐子化が同時に進んでおり、高齢者の避難を支援するに当たって中心となる

はずの若年・中年層が減尐し、支援がより一層困難な状況となっている 3)。そのため、やむ

を得ず避難支援を受けられない状況でも自身で安全を確保する必要があるが、高齢者の場

合、社会的、環境的、身体的な要因による多様な課題がある。これに対して近年、防災と

福祉を連携する観点から、ケアプランにより要配慮者の災害時避難を支援する地域が増え

ている 4)。 

要配慮者の避難を効果的に支援するためには、避難行動の段階別に分けて検討する必要

がある。本研究では避難行動を、日常からの備え、避難開始時間、避難行動時間、避難余

裕時間の 4 段階に分けて検討する。各段階に影響を与える要素を図２−１に示す。 

 

図 ２-１ 避難行動の段階別の要素 

 

避難開始時間の要素については、聴取実験を通じて呼びかけの話し方が避難行動に及ぼ

す影響を検討した研究 5)、災害の際、情報を発信するメディアの特徴を比較分析した研究 6)

などがあるが、高齢者の場合、聴覚や情報力の課題により、避難訓練状況の観察等による

きめ細かなアプローチが必要である。 

避難行動時間の課題については、災害時における避難方法の認識・想定状況・不安要因

を要介護度別に分析した研究 7)、漁業集落における津波避難リスクを抽出した研究 8)などが

ある。しかし、高齢者の安全確保のためには、避難時の支援のみではなく、日常から各要

素についてどのような支援が必要か検討する必要がある。 

ケアマネジャーによる避難行動の支援対応を分析した研究 9)では、ケアマネジャー自身も

避難に対する知識を蓄える必要があると、高齢者避難に対応するケアマネジャーの役割を
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述べている。しかし、ケアマネジャーの支援対応として、災害時の支援や避難についての

知識だけでは充分ではない。実災害時にケアマネジャーによる直接的な支援対応が可能で

はない場合があるため、その場合にも要配慮者が安全の確保ができるように避難行動を段

階別に分けて検討し、支援を行う必要がある。 

そこで本研究では、高齢者等の要配慮者による自力での避難を可能とするために、海南

市において住民参加のもと行われた避難訓練における避難速度の計測や避難状況を観察・

分析し、以下の 2 点を明らかにすることを目的とする。 

(1) 避難行動の各段階における課題 

(2) ケアプラン（介護サービスの組立）への反映が望ましい要素 

これらの分析によって、要配慮者の避難行動をより円滑にするための支援内容構築の基

礎資料とすることが可能となる。 

 

２.２. 方法 

本研究は、2019 年 9 月 21 日に、海南市が主催した海南市防災訓練のうち、A 地区にて

行われた要配慮者津波避難訓練を計測し分析したものである。今回、要配慮者を対象とし

た避難訓練を実施した結果、高齢者のみがリストアップされたため、本研究では要配慮者

の中から高齢者のみを対象とする。訓練後、要配慮者、支援者を対象としてアンケート調

査を行ない、翌年 2020 年 12 月 7 日、避難訓練の結果報告会が開催され、住民との意見交

換が行われた。 

 

２.２.１.地理的条件 

本研究で対象とした地区は、和歌山県海南市 A 地区である。A 地区の人口(2020 年 3 月

時点)では 527 人、高齢化率は 41.0%である 10)。海南市津波避難計画で想定される南海トラ

フ巨大地震に伴う想定津波高は最大 8m、津波到達予想時間は地震後 46 分である 11)。図２

−２ のように A 地区の高台に続く道路は急傾斜・急勾配で狭隘な箇所が多い。 

 

図 ２-２ A地区の全景及び避難経路 

 

２.２.２.気象条件 

計測を行った時間帯である 2019 年 9 月 21 日 9:00 から 10:30 頃の気象条件 12)を表２-１

に示す。以下の気象条件が計測には大きな影響を与えなかったと考えられる。 
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表 ２-１ 気象条件 

Date 2019.9.21 

Time 9:00～10:30 

Atmospheric pressure(hPa) 1017.0 

Precipitation(mm) - 

Temperature(℃) 21.1 

Relative humidity(％) 78 

Wind speed(m/s) 0.6 

 

２.２.３.避難手段 

要配慮者の避難手段は図２−３に示す。歩行 7 名、車いす 1 名、電動車いす１名の計９名

を対象に計測した。 

 

①杖 ②介添え歩行 ③シルバーカー 

④杖 ⑤杖 ⑥自力歩行 

⑦自力歩行 ⑧車いす ⑨電動車いす 

図 ２-３ 避難手段の概略 

 

２.２.４.計測方法 

計測は、要配慮者の後方から追跡カメラにて撮影し、分析する手法を採用した。訓練の

流れは、訓練開始の防災行政無線（2019 年 9 月 21 日 9 時鳴動開始）を合図に、要配慮者

の自宅から歩行、車いす及び電動車いすの 3 手段によって避難場所である A 小学校、B 寺、

C 寺まで避難するものである。計測した要配慮者は、63 歳から 91 歳（平均 78 歳）の A 地

区の住民 7 名が歩行で移動した。車いすと電動車いすは要配慮者役、支援者役ともに海南

市社会福祉協議会の職員が担当した。車いすと電動車いすは、階段を通らずに到達できる A

地区内唯一の避難場所として A 小学校を選択した。全員の避難経路を図２−４、２−５、２−

６に示す。想定浸水域は一つの想定に過ぎない。実際の津波とは異なる場合がある。 
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※想定浸水域は海南市「津波ハザードマップ（塩津・戸坂地区）」による。 

図 ２-４ 各要配慮者の避難開始地点と避難場所までの経路 

 

図 ２-５ 避難開始地点から B寺までの避難経路 

図２−５ 

図２−４ 
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図 ２-６ 避難開始地点から C寺までの避難経路 

 

２.２.５.速度の算出方法 

速度計測方法は曲がり角ごと、スロープ・階段の最上・最下箇所ごと、または歩行や停

止などの状態が変わるごとに全体避難経路を区間 1 から区間 35 まで分割し、区間内移動時

間を要配慮者後方から撮影した動画記録から求め、式１および式 2 を用いて区間別での避

難 速度を算出した。 

 

vn = dn ÷ ttravel      (式 1) 

ttravel = tmove - Σtstop     (式 2) 

n: 区間 

vn: 区間 n における避難速度 

dn: 区間 n の走行距離 

ttravel: 区間 n 移動所要時間 

tmove: 区間 n 通過所要時間 

tstop: 区間 n 内停止時間の合計 

 

２.３.計測結果と状況 

避難に要した時間を表２-２、２-３、２-４に示す。本研究では、他の人から直接助けら

れながら行う歩行を「介添え歩行」、避難行動を支援する者を「避難支援者」と定義する。

要配慮者ごとの避難状況を以下、順に記す。 
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表 ２-２ 要配慮者の避難速度の計測結果 

 

表 ２-３ 上り坂においての要配慮者の避難速度の計測結果 

避難 

手段 

要配慮者

の年齢 

避難支援

者の年齢 

スロープ 
平均 
速度 
(m/s) 

階段 
平均 
速度
(m/s) 

最低速度区間 最高速度区間 最低速度区間 最高速度区間 

速度
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

速度 
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

速度
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

速度 
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

杖 

①(80代) 40代 0.10 15.1 - - 0.10 0.17 23.0 0.22 20.1 0.20 

④(90代) 50代 - - - - - - - - - - 

⑤(80代) 記入なし 0.19 21.6 0.35 9.8 0.27 0.26 28.1 0.33 47.1 0.30 

介添え
歩行 

②(80代) 60代 0.37 14.3 0.42 2.6 0.4 0.22 29.1 0.30 30.4 0.25 

シルバ
ーカー 

③(70代) 30代 0.11 5.9 - - 0.11 - - - - - 

自力 
歩行 

⑥(60代) 60代 0.38 9.8 0.43 20.1 0.41 0.45 23.0 - - 0.45 

⑦(60代) 記入なし 0.50 3.2 0.71 4.2 0.64 0.60 30.4 0.61 22.8 0.61 

車いす ⑧(60代) 50代 1.02 6.6 1.31 0.4 1.16 - - - - - 

電動車

いす 
⑨(60代) 記入なし 1.30 6.6 1.69 5.8 1.46 - - - - - 

 

表 ２-４ 下り坂においての要配慮者の避難速度の計測結果 

避難 
手段 

要配慮者
の年齢 

避難支援
者の年齢 

スロープ 階段 
平均 

速度 
(m/s) 

最低速度区間 最高速度区間 最低速度区間 最高速度区間 

速度
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

速度 
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

速度
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

速度 
(m/s) 

縦断 
勾配(%) 

杖 

①(80代) 40代 0.10 15.1 0.21 -15.1 0.17 23.0 0.24 -39.7 0.18 

④(90代) 50代 - - - - 0.06 -14.7 - - 0.06 

⑤(80代) 記入なし 0.19 21.6 0.35 9.8 0.26 28.1 0.33 47.1 0.30 

介添え
歩行 

②(80代) 60代 0.37 14.3 0.42 2.6 0.22 29.1 0.30 30.4 0.34 

シルバ
ーカー 

③(70代) 30代 0.11 5.9 0.25 -0.2 - - - - 0.20 

自力 
歩行 

⑥(60代) 60代 0.38 9.8 0.71 -15.1 0.45 23.0 - - 0.40 

⑦(60代) 記入なし 0.50 3.2 0.71 4.2 0.60 30.4 0.61 22.8 0.63 

車いす ⑧(60代) 50代 0.96 -6.9 1.37 0.4 - - - - 1.15 

電動車

いす 
⑨(60代) 記入なし 0.60 -6.9 1.69 5.8 - - - - 1.31 

避難 
手段 

要配慮者
の年齢 

避難支援
者の年齢 

スロープ 
平均 

速度 
(m/s) 

階段 
平均 

速度
(m/s) 

最低速度区間 最高速度区間 最低速度区間 最高速度区間 

速度
(m/s) 

縦断勾
配(%) 

速度 
(m/s) 

縦断勾
配(%) 

速度
(m/s) 

縦断勾配 
(%) 

速度 
(m/s) 

縦断勾配 
(%) 

杖 

①(80代) 40代 0.21 -15.1 - - 0.21 0.18 -6.5 0.24 -39.7 0.21 

④(90代) 50代 - - - - - 0.06 -14.7 - - 0.06 

⑤(80代) 記入なし - - - - - - - - - - 

介添え
歩行 

②(80代) 60代 - - - - - - - - - - 

シルバ
ーカー 

③(70代) 30代 0.20 -0.9 0.25 -0.2 0.22 - - - - - 

自力 
歩行 

⑥(60代) 60代 0.71 -15.1 - - 0.71 - - - - - 

⑦(60代) 記入なし - - - - - - - - - - 

車いす ⑧(60代) 50代 0.96 -6.9 1.23 -0.06 1.13 - - - - - 

電動車

いす 
⑨(60代) 記入なし 0.60 -6.9 1.44 -0.06 1.01 - - - - - 
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要配慮者①は、階段を上る時には傾斜が緩やかな場所において速度が速かった。一方、

階段を下る時には区間１(-39.7%)が区間2(-6.5%)より縦断勾配があるにもかかわらず速度

は早かった。これは手すりの形状や高さが要配慮者の移動速度に影響を与えたと考えられ

る。 

手すりの写真を図２−７に示す。区間1の手すりは高さが低く要配慮者が利用しやすかっ

たが、 区間2の手すりは高く、要配慮者は縦棒を握りながら前に進み、次の縦棒を握り直

す時に手すりから手を一旦離す場面が観察された。これによって要配慮者の移動速度が低

下するとともに、手すりを握り損なうなど、避難安全性の低下が観察された。したがって、

歩行速度のみでなく、歩行安全性も考慮し、連続的手すりを設置することが望ましい。ま

た、2020年12月7日に開催された避難訓練の結果報告会においてもこの件に関する意見交換

があり、建物の入り口を塞ぐ手すりは設置できないため、当該箇所には開閉式の手すりを

設置することから要配慮者の歩行安全性を高めることが可能である、との意見が自主防災

会役員から提示された。 

 

区間 1 0.24m/s 区間 2 0.18m/s 

図 ２-７ 区間１及び２の手すりの形状 

 

区間 3、4 など手すりが設置されていない区間ではバランスを崩すなど危険な状況が観察

された。要配慮者の歩行時の安全性のために手すりの設置が必要との意見が参加者から挙

がった。また、要配慮者①は路面を見ながらの歩行であるため混雑など周囲の状況変化に

対して脆弱である。 

 

図 ２-８ 区間４でバランスを崩す状況（左）と区間１１の狭隘道路（右） 
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要配慮者②は、スロープでは傾斜が緩やかなほど速かったが、階段では、傾斜が最も急

な所で一番速かった。また、実災害時の避難状況を想定した場合、要配慮者②は介添え歩

行であるため狭隘道路では他の避難者の避難経路を妨げてしまう可能性がある。 

要配慮者③は、傾斜が急なほど速度の低下が観察された。避難開始してから 11 分までは

4～6 歩に一回ずつ停止しながら歩行したが、避難開始 11 分経過後からは 1〜3 歩に一回ず

つの停止が観察された。避難経路は自動車の通行がある箇所があるため、実災害時の避難

状況を想定した場合、歩行中に停止が多く方向転換に時間を要する要配慮者③は、自動車

と干渉する危険性が予想される。要配慮者③は体力的要因により、避難場所に到達するこ

となく避難行動を終了した。 

 

 図 ２-９ 区間 14における自動車の側方通過状況 

 

要配慮者④は、避難場所に指定された C 寺境内の自宅で生活しているため、玄関から階

段を降りるとすぐに避難場所に到着する。今回の計測で使用した避難経路は階段である区

間 16 のみである。 

要配慮者⑤は、スロープを上る時、傾斜が緩やかなほど速度が速かった。一方、階段で

は傾斜が最も急な区間で最高速度が観察された。これは、この区間に手すりが設置されて

いたため要配慮者が避難時に利用でき、かつ支援者がベルトを引っ張って腰を支える支援

をしたためと考えられる。 

要配慮者⑥は、急なスロープを下る際に最も速い速度が観察された。要配慮者⑥および

⑦は急な階段やスロープを上る際も速度の低下はみられなかった。 

要配慮者⑧は、上り坂、下り坂にかかわらず傾斜の緩やかな区間で高い速度、急な区間

で低い速度が観察された。 

要配慮者⑨は、電動車いすを初めて使用したため、傾斜地において不安定となり減速お

よび停止が観察された。スロープを上る際には縦断勾配にかかわらず速い速度を維持した

が、下り坂では低速となった。 

各要配慮者の避難行動段階ごとの経過時間を図２−１０に示す。本研究では、「避難開始

時間」をサイレン吹鳴時点から要配慮者が自宅の敷地境界線を通過する時点までと定義し

た。本研究で計測した訓練は、実施日および時刻が住民に予告されていた状況であるため、

サイレン吹鳴があった 9 時より早く避難行動を開始した要配慮者がおり、その場合は避難
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開始時間を 0 として分析を行なった。要配慮者によって、避難行動時間のみでなく、避難

開始時間にも大きな差が観察されたのは、聴覚、体力、避難支援者、一緒に避難する者の

存在などの要因が影響したとみられる。避難開始時間が延長した要因としては、要配慮者

の聴覚、体力、一緒に避難する者の待機があった。聴覚の要因で覚知時間が長くなり、体

力的要因により、 立ち上がり、屋内移動速度が遅く、避難支援者の助けを必要とする場合

が観察された。 

特に要配慮者④の場合、自力で立ち上がりを数回試みた結果、自力では困難と判断され、

ケアマネジャーの支援を受けた。自力で立ち上がりの困難な体力的な要因により、屋内歩

行速度も遅いことが観察された。一緒に避難する者の避難準備を待機したことにより、避

難開始時間が長くなることも観察された。 

 

 図 ２-１０ 要配慮者の避難行動段階ごとの経過時間 

 

避難開始時間を短縮した要因としては、ケアマネジャーの存在があった。聴覚の要因に

より、覚知が遅くなる要配慮者に声かけを行い、要配慮者の立ち上りや屋内歩行を助けて、

要配慮者の靴や補助具を玄関に用意しておくなど、避難開始時間を短縮する行動が観察さ

れた。このように、ケアマネジャーは、避難行動時間のみでなく、避難開始時間の短縮に

も大きな影響を与えることが分かった。 

本研究で対象とした要配慮者のうち、要配慮者③を除く全員が訓練当日の状況において、

危険波及時間内に避難場所に到達することができた。ただし実災害時には、避難開始時間
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や避難行動時間の延伸が発生する可能性がある。今後さらに避難安全性を高めるためには、

避難経路に手すりの設置を行うとともにバランス運動や下肢筋力運動などの転倒防止を目

指すトレーニングが必要と考えられる。 

 

２.４.訓練時の津波避難ダイヤグラムと分析 

時間経過と避難目標地点までの標高想定津波第一波を重ねたものを図２−１１に示す。訓

練開始直後の灰色直線は各要配慮者の避難開始時間を表す。各線の上の数字は避難経路の

区間を意味する。 

 

 図 ２-１１ 時間経過と要配慮者の標高 

 

要配慮者①および⑥は避難時に一旦海側へ移動し標高を下げた後に避難場所へ向かった

ことがわかる。避難経路の選択肢が一つしかない場合、標高を下げるしかないが、他に安

全な避難経路がある場合、リスクを最小化するために避難経路を再検討する必要があると

考えられる。 

要配慮者②は、避難開始時間が 119 秒であり比較的長い。これは聴力が要因で覚知時間

を長く要したことが原因に考えられる。単独で在宅の場合に備え、聴力が弱い要配慮者宅

には防災行政無線の戸別受信機の設置が必要と考える。 

要配慮者③が避難行動を終了した地点は標高 3.8ｍであるが、海南市で想定される津波高

は 8ｍである。本研究で計測した要配慮者のうち唯一、体力的な要因により想定津波高より

低い地点で避難行動を終了した。避難行動終了地点から避難場所に至る直近の避難経路は
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急傾斜および階段であり、シルバーカーを使用する要配慮者にとっては避難が困難となる

ため、避難手法の再検討が必要であることがわかった。 

要配慮者④は、家の中でシルバーカー、階段で杖、階段降下後に再度シルバーカーを使

って歩行した。避難場所である C 寺は標高 14.7ｍ、避難開始地点である自宅は 15.5ｍであ

り、避難場所の標高が自宅より低い。この事例では標高的要因より社会的要因により避難

行動が決定づけられたと考えられる。 

要配慮者⑤の避難経路の中で区間 20 は手すりのない狭い階段であり、経路混雑時は危険

が予想される。訓練時は混雑によって区間 20 において 32 秒の停止時間が発生した。 

電動車いすを使用した要配慮者⑨では、車いすを使用した要配慮者⑧より傾斜の上昇時

には速かったが、下降時には遅くなったことがわかる。要配慮者⑧および⑨は双方、区間

32 に到達後に安全確保の安心感から、休憩をとった。  

今回の避難訓練では、海南市が想定される津波到達時間 46 分以前に、想定津波高 8ｍよ

り高い標高に、③を除く全員が到達した。 

 

２.５.アンケート結果と反省会 

本訓練に際して、要配慮者、支援者を対象として行なったアンケートの結果を表２-５、 

２-６に示す。  

要配慮者①、③、④、⑤、⑥、⑦の支援者は要配慮者を見守りながら安全管理を行なっ

た。要配慮者②、⑧の支援者は介添え、車いすを押すことなど避難に直接的な支援を行な

った。要配慮者⑨は支援者なしで避難行動を行なった。 

 

２.５.１.避難経路の選定 

表２-５の「今日の避難経路で避難したのは何回目ですか？」、「なぜその経路を選びま

したか？」の項目から要配慮者は日常や訓練で数回使った道であれば確実にその経路を避

難経路に選定する傾向が見られた。避難時に一旦海側へ移動後に避難場所へ向かった要配

慮者①および⑥は、今回の経路を選んだ理由として「決められているから」、「近所の人

と同じだから」、「日常生活で使っているから」と回答した。これまで使ってきて慣れた

道でも事前にケアマネジャーと避難経路としての妥当性を検討する必要があると考えられ

る。避難訓練後の反省会で「外壁の倒壊等により、定められた避難経路を使えなくなった

場合、他の経路を探すことができるかの検討が必要」の意見も挙がったことで避難経路を

定める段階で要配慮者の主体性が必要と考えられる。 

 

２.５.２.避難開始 

表２-６の「あなたのご自宅または普段いる場所から要配慮者の方の家まで何分くらいで

すか？」の項目からケアマネジャーが要配慮者の自宅まで長ければ20分、30分、60分かか

ることがわかる。避難訓練によって得られた避難開始時間や避難行動時間は、実際と異な

り、長くなる可能性があるため、ケアマネジャーが要配慮者の自宅に到着する前に避難を



19 

 

開始する必要があると判断した場合、自力歩行が可能な要配慮者は自力避難を行う可能性

も想定しなければならないと考えられる。 

 

２.５.３.覚知時間 

覚知に時間を要した要配慮者②は「聴力はどの程度ですか」の項目に「大きな声で話せ

ば聞こえる」と回答した。反省会では「聴覚の要因により、声かけの方が有効な高齢者が

いる」との意見が挙がった。 

 

表 ２-５ 避難訓練後に行なった要配慮者アンケートの回答 

要配慮者 
杖 介添え歩行 シルバーカー 自力歩行 車いす 電動車いす 

①(80代) ④(90代) ⑤(80代) ②(80代) ③(70代) ⑥(60代) ⑦(60代) ⑧(60代) ⑨(60代) 

その移動手
段を選んだ
理(2.5.4) 

日常生活で
使っている

から 

日常生活
で使って
いるから 

計画で決め
られている

から 

日常生活で
使っている

から 

日常生活で使
っているから 

日常生活で
使っている

から 

訓練で使っ
たことがあ
るから 

計画で決
められて
いるから 

計画で決め
られている

から 

その手段
で、避難訓
練をするの
は何回目
(2.5.7) 

4 初めて 3 5回目以上 初めて 4 5回目以上 初めて 初めて 

今日の避難
経路で避難
したのは何
回(2.5.1, 
2.5.7) 

4 初めて 3 5回目以上 初めて 4 5回目以上 初めて 初めて 

その経路を
選んだ理由
(2.5.1) 

計画で決め
られている
から, 近所
の人と同じ
だから 

日常生活
で使って
いるから 

計画で決め
られている

から 

計画で決め
られている

から 

訓練で使った
ことがあるか

ら 

日常生活で
使っている

から 

訓練で使っ
たことがあ
るから 

計画で決
められて
いるから 

計画で決め
られている

から 

訓練前の 
体調 

体調が悪か
った（足の
裏が魚の目
で痛い） 

通常通り 
体調が悪か
った（風邪、

熱） 
通常通り 通常通り 通常通り 通常通り 通常通り 通常通り 

訓練後の体
の状態 

足が痛い 足が痛い 
ひどい疲労
感がある 

足が痛い, 
背中に筋肉
の疲労を感

じる 

特になし 特になし 特になし 特になし 
汗が出る,
緊張する 

最も危険と
感じたこと 

段差 段差 急傾斜 急傾斜,混雑 段差 特になし 段差 急傾斜 
段差,急傾

斜 
家の中での
移動方法 

杖 
シルバー
カー 

自力歩行可
能 

自力歩行可
能 

杖 
自力歩行可

能 
自力歩行可

能 
自力歩行

可能 
自力歩行可

能 

家の外での
移動方法 

杖 
杖, 車い
す, シル
バーカー 

杖 
杖, 介添え

歩行 
杖 

自力歩行可
能 

自力歩行可
能 

自力歩行
可能 

自力歩行可
能 

要介護度認
定 

要支援２   要支援２      

聴力 
(2.5.3) 

問題なし 問題なし 
大きな声で
話せば聞こ

える 

大きな声で
話せば聞こ

える 

耳元で話せば
聞こえる 

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 

日常生活 

何らかの障
害等を有す
るが、日常
生活はほぼ
自立してお
り独力で外
出する 

介助によ
り外出し、
日中はほ
とんどベ
ッドから
離れて生
活する 

隣近所へな
ら外出する 

介助により
外出し、日中
はほとんど
ベッドから
離れて生活

する 

自力で寝返り
をうつ 

隣近所へな
ら外出する 

交通機関等
を利用して
外出する 

交通機関
等を利用
して外出

する 

一人であっ
たら不安、
怖い、他の
人と一緒に
いたら安心 

避難で、不
安なこと、
お困りこと 
(2.5.6) 

ない 
歩行不安

定 
足が痛い 

歩いてくる
のが大変 

登りおり ない ない 

仕事中で
あれば家
族と離れ
てしまう 

一人であっ
たら不安、
怖い、他の
人と一緒に
いたら安心 
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 表 ２-６ 避難訓練後に行なった支援者のアンケートの回答 

 

 

避難支援者 
杖 介添え歩行 シルバーカー 自力歩行 車いす 

①(40 代) ④(50 代) ⑤(記入なし) ②(60 代) ③(30 代) ⑥(60 代) 
⑦(記入な

し) 
⑧(50 代) 

普段いる場所か
ら要配慮者の家
まで(2.5.2) 

12分 20分 10分 同居 １時間 15分 30分  

訓練前の体調  通常通り 通常通り 

体調が悪かっ
た（前日に風
邪の為発熱あ
ったが当日は
平熱になり参

加） 

通常通り 通常通り 通常通り 通常通り 通常通り 

訓練後の体の状
態 (2.5.5) 

特になし 特になし 息切れがする 特になし 特になし 足が痛い 腰が痛い 

息切れがす
る、汗が出る、
腕が痛い、足

が痛い 

最も危険と感じ
たこと 

急傾斜 段差 段差 急傾斜 
段差, 急傾
斜, 混雑 

急傾斜, 混
雑 

急傾斜 段差, 急傾斜 

訓練での身体的
負担 

普通 普通  ややきつい 
普通 普通 普通 普通 

きつい 

一番きつかった
こと 

距離の長
さ 

段差  
走行中の押す
力の重さ 

距離の長さ  なし 急傾斜 

今日の避難経路
で避難したのは

何回目 
初めて 初めて  5回以上 初めて 初めて  初めて 

その経路を選ん
だ理由 

計画で決
められて
いるから 

日常生活で
使っている

から 
 

日常生活で使
っているから 

計画で決めら
れているから 

  
計画で決めら
れているから 

今日の訓練で介
助した方の、介助

は何回目 
初めて 初めて 初めて 5回以上 初めて 初めて 初めて 初めて 

車いすなどの機
材を使った津波
避難訓練におい
て参加した経験 

初めて 初めて 初めて 初めて 初めて 2回目 初めて 初めて 

車いすなどの機
材を押した経験 

5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 2回目  5回以上 

過去に、車いすな
どを押した経験
が活きましたか? 

 
大いに活き

た 
訓練経験なし 訓練経験なし 大いに活きた 

大いに活き
た 

 大いに活きた 

（活きたら）活か
せた点 

 

シルバーカ
ーの場合は
本人のペー
スでの移動
のため時間
がかかる 

  

補助具の適切
な使い方がわ
かるため迅速
に対応できる 

仕事に車い
す経験が多

い 
 

介助、車椅子
使用したこと
があるので急
傾斜でも少し
は押せる事が

できた 
運動部や運動ク
ラブ・サークルに
所属した経験 

テニス部
2年間 

  卓球部  
陸上部 6年

間 
  

その経験が訓練
で活きたか 

関係がな
かった 

  
その経験が訓
練で活きたか 

 
体力的には
まだ行けた 

  

介助した方との
関係 

職業上の
つながり 

職業上のつ
ながり 

職業上のつな
がり 

家族 
職業上のつな

がり 
職業上のつ
ながり 

 
職業上のつな

がり 

避難で、不安なこ
と、お困りこと 

(2.5.6) 

急傾斜, 
階段 

移動手段,
段差,階段,

急傾斜 

手すりのない
階段の移動は
バランスをく
ずし介助者が
なければ危険 

ない 

階段が多いた
め要配慮者が
避難場所まで
たどり着くの

が難しい 

道が狭い、
墓石の倒
壊、建物の

倒壊 

 

災害の起こる
時間帯により
スムーズにい
けるか心配 

実際、南海トラフ
大地震が発生し
た際、今日介助し
方を、介助するこ
とができそうで

すか 

どちらと
もいえな

い 

どちらとも
いえない 

どちらともい
えない 

おそらくでき
ると思う 

どちらともい
えない 

おそらくで
きない 

おそらくで
きない 

できる 
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２.５.４.避難手法 

避難場所までの避難が困難であった要配慮者③は今回の避難訓練でシルバーカーを使用

した理由は「日常生活で使っているから」と回答し、今回の避難経路を選んだ理由は「決

められているから」と回答した。避難手段や避難経路を選定する段階で、避難支援者とと

もに要配慮者の主体性が必要と考えられる。 

 

２.５.５.訓練後の体の状態 

最大勾配 7.51%である避難経路で要配慮者⑧の車いすを押した支援者は訓練後の体の状

態について「息切れがする」、「汗が出る」、「腕が痛い」、「足が痛い」と回答し、避

難訓練で感じた身体的負担については「きつい」と回答した。支援者⑧の年齢は 50 代であ

るが、高齢化率が 41.0%である対象地区において、災害の際、車いすを使用する要配慮者

の支援を行う年齢層も高い可能性があると考えられる。 

 

２.５.６.避難における不安、困り事 

避難における不安、困り事について、要配慮者②は「歩いてくるのが大変」と回答し、

要配慮者③は「登り下り」、要配慮者④は「歩行不安定」、 要配慮者⑤は「足が痛い」と

回答した。要配慮者⑧は「仕事中であれば家族と離れてしまったら不安」と回答し、反省

会では「曲がり角の向こうから車が来ないかという不安がある」と述べた。要配慮者⑨は

電動車いすを初めて使用したため、この項目について「一人であったら不安、怖い、他の

人と一緒にいたら安心」と回答し、反省会では「バッテリーに対する不安、車の通行によ

る不安、砂利による揺れに対する不安がある」と付け加えて述べた。 

要配慮者①の支援者は「急な坂道、階段が多い」と回答し、要配慮者③の支援者は「階

段が多いため要援護者が避難場所までたどり着くのが難しい」、要配慮者④の支援者は「移

動手段、段差、階段、坂道」、 要配慮者⑤の支援者は「手すりのない階段の移動はバラン

スをくずし介助者がなければ危険」、要配慮者⑥の支援者は 「道が狭い、墓石の倒壊、建

物の倒壊」、要配慮者⑧の支援者は「災害の起こる時間帯によりスムーズにいけるか心配」

と回答した。 

この項目に要配慮者②は「歩いてくるのが大変」と回答したことに比べ要配慮者②の支

援者は「ない」と回答した。同一の避難経路であっても、立場によって避難に対する不安

が異なることがわかった。このため、避難計画の作成においては、要配慮者の主体性が重

要と考えられる。 

また、要配慮者は主に身体的負担に対する不安を抱いている傾向があるが、支援者の場

合、避難経路に対する課題を挙げている傾向があることがわかった。要配慮者の身体的負

担に対する不安を解消するためには、体力の維持及び向上のためのトレーニングが必要で

あり、避難時の支援者も避難訓練に参加し、必要な支援を要配慮者とともに検討すること

が必要と考えられる。 
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２.５.７.日常からの備え 

今回の避難訓練で使用した避難手段や避難経路が 5 回目以上の要配慮者は 2 人であり、

初めて使用した要配慮者もいた。当事者の状態に相応しい避難手段と避難経路を選定する

ためには、要配慮者とケアマネジャーがともに避難訓練に参加し検討する必要があると考

えられる。  

なお、自力避難を行う可能性を想定し、避難手段や避難経路の選定、避難タイミングへ

の心得など、日常からの準備をケアマネジャーが支援する必要があると考えられる。 

 

２.５.８.体力的課題 

反省会で、「自分のペースではなく、急いで避難した時バランスが崩れた」と言う意見

があった。避難安全性の確保のためには歩行速度も重要であるが、高齢者の場合、転倒時

の負傷のリスクが大きいことから、歩行速度のみではなく自身のペース保持など歩行安全

性も併せて目指すトレーニングが必要と考えられる。 

 

２.６.まとめ 

本研究では、和歌山県海南市においてケアマネジャーの立ち合いのもと行われた要配慮

者の避難訓練を計測・分析することによって、以下の 2 点を明らかにした。 

 

(1) 避難行動の各段階別の課題を図２−１２に示す。避難開始段階での課題は以下の通り

である。聴覚の要因により、覚知時間が長くなった要配慮者にはケアマネジャーや近隣の

声かけが効果であることがわかり、また、自宅には戸別受信機の設置が必要と考えられる。

体力的要因により、立ち上がりが困難な要配慮者や屋内移動速度が遅い要配慮者の場合に

は、ケアマネジャーが避難開始段階から支援を行うことで、避難開始時間の短縮が可能で

あることがわかった。ケアマネジャーが要配慮者の自宅までかかる時間を考慮すると、適

時に避難支援を行うことが困難と判断する場合には、自力歩行が可能な要配慮者は自力避

難を行う可能性も想定する必要があると考えられる。なお、避難開始段階で一緒に避難す

る人を待機する時間が時間延長の要因となり得ることがわかった。 

避難行動段階での課題は以下の通りである。一旦海側へ移動し、標高的リスクがあった

要配慮者に関しては、日常使用している経路か、地域で決められている経路を訓練当日も

使用したことがアンケートからわかった。避難手法や避難経路に関しては要配慮者とケア

マネジャーがともに再検討を行う必要がある。避難経路においては手すりの形状や高さ、

設置有無などによる転倒の危険が観察された。要配慮者の歩行安全性のためには、手すり

の形状や高さを考慮した設置が必要であり、手すりの設置が困難である箇所は、開閉式手

すりを考慮する必要があると考えられる。歩行不安定などの体力的要因を改善するために

は、体力維持及び向上のためのバランス運動、下肢筋力トレーニングが必要と考えられる。

電動車いすは傾斜地において操作不安定が観察されたが、傾斜地での走行が慣れるよう避

難訓練や日常生活で避難経路を身につけておく必要がある。また、一人で操作が可能であ
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るが、心理的に、また万一の場合に備えて、避難支援者あるいは住民とともに避難する必

要があると考えられる。 

 

図 ２-１２ 避難行動の段階別の課題 

 

(2)(1)で把握した課題のうち、避難経路など構造的な要素を除く、体力などの非構造的な

要素の支援はケアプランに反映が可能である。ケアマネジャーは、声かけや要配慮者の屋

内移動を助けることで、避難開始時間を短縮できるため、この段階から要配慮者を支援す

る必要があると考えられる。このようにケアマネジャーが要配慮者の自宅に適時到着し、

避難開始と避難行動を助けることが最も望ましいが、要配慮者の避難計画において、自力

歩行が可能な要配慮者は、自力避難を行う可能性も想定する必要がある。そのため、避難

経路や避難手法に関してケアマネジャーは要配慮者とともに検討を行う必要がある。また、

要配慮者の体力も避難時間延長及び短縮の大きな要因であったため、津波避難の際、高台

に登ることに念頭をおいてケアプランにより要配慮者の体力維持及び向上のためのバラン

ス運動、下肢筋力トレーニングを支援する必要がある。なお、自力避難を行う可能性を想

定し、避難手段や避難経路の選定、避難タイミングへの心得など、日常からの準備をケア

マネジャーが支援する必要があると考えられる。 

 

この他、構造的要素については、聴覚的要因により、覚知時間の長い要配慮者の自宅に

戸別受信機を設置するとともに、要配慮者の歩行の安定性を考慮して、形状·高さを考慮し

た手すりや開閉式手すりを設置するなどの対策を検討する必要がある。  
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今後、トレーニングによる要配慮者の体力維持及び向上が、避難安全性の向上に実際に

つながるか検証する必要がある。地域の福祉と防災に基づく要配慮者の避難能力に着目し

てさらに研究を進める。 
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第３章 津波避難訓練の観察による車いすへの支援行動発生状況の分析 

  -高知県中土佐町における津波避難訓練を事例として- 

３.１. はじめに 

2011 年、東日本大震災において、被災地全体の死者数のうち 65 歳以上の高齢者の死者

数は約 6 割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約 2 倍と推計された。他方

で、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は 281 名、民生委員の死者・行方不明者は 56

名にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となった 1)。  

要配慮者の避難支援に対する様々な対策や避難訓練が行われているが、その際、誰が要

配慮者の避難を支援するかを 1 名または複数名想定することが多い。しかし、実災害の際、

要配慮者の位置の特定が難しい場合や、事前に想定していた支援者が要配慮者の近傍にい

ない場合もあるため、通りがかりの誰でもが支援者になりうるという考え方が必要である。

さらに、要配慮者のみならず支援者、すなわち住民の安全のためには、要配慮者の避難行

動及び住民の避難支援行動を分析し、要配慮者の避難をより効率的に支援できる方法を講

ずることが必要である。  

要配慮者の避難支援については、高齢者の避難行動と避難援助の実態を把握し、避難援

助のあり方を検討した研究 2)、高齢者の避難時ケアマネージャーの支援対応の実態と課題を

検討した研究 3)などがある。しかし、要配慮者の避難を支援するためには、アンケートのみ

ならず、避難開始、避難方法、避難経路等の一連の避難行動の観察・分析によるより具体

的な検討が必要である。本研究では、避難方法の一つである車いす避難に着目し、避難訓

練における要配慮者の避難行動と住民の避難支援行動を観察・分析することにより要配慮

者の避難や住民の避難支援に関する課題を把握する。 

車いす避難については、シルバーカー、介助車、車いすの 3 種類の搬送機材を比較検討

した研究 4)、津波避難タワーにおける最適な搬送方法及び搬送経路を検討した研究 5)などが

ある。従来は支援者を決めてしまう方法が多く取られていたが、本研究の対象地域である

中土佐町久礼地区では、決められている支援者以外にも多くの住民が要配慮者の避難行動

を支援する様子が観察された。避難支援者がどのように要配慮者の避難を支援することに

なるのかを把握した研究や、そのパターンを導出した研究は見あたらない。 

そこで本研究では、より効率的な車いす避難を可能とするために、 中土佐町において住

民参加のもと行われた津波避難訓練における要配慮者の避難行動及び住民の避難支援行動

を観察・分析し、以下の 2 点を明らかにすることを目的とする。 

(1) 避難訓練への反映が望ましい要素 

(2) 車いすへの支援行動発生状況の分析 

これらの分析によって、要配慮者の避難支援をより円滑にするための基礎資料とするこ

とが可能となる。 
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３.２. 方法 

本研究は、2017 年、2018 年、及び、2019 年の 3 ヵ年にわたって中土佐町で実施された

一斉避難訓練のうち久礼地区において観察・計測し分析したものである。観察・計測は、

11 名の要配慮者のそれぞれの自宅から避難場所まで、追跡カメラにより要配慮者及び避難

支援者を動画撮影し、動画の映像・音声を分析した。避難場所に到着後、各要配慮者(11 名)

及び自宅からの避難支援者(21 名)へのアンケート（以下では、要配慮者・支援者アンケー

トと呼ぶ）を実施した。また、訓練に参加した住民を対象とした中土佐町によるアンケー

ト（以下では、中土佐町アンケートと呼ぶ）集計結果（2017 年）の提供を中土佐町役場か

ら受けた。 

 

３.２.１.対象地域の概要 

本研究で対象とした地域は、高知県高岡郡中土佐町久礼地区である。中土佐町の人口

(2015 年時点)では 6,840 人、高齢化率は 43.0%である 6)。中土佐町沿岸部へ到達する最大

津波高は 22m と非常に大きく、また、市街地への 1m の津波到達時間は地震発生後 16 分

前後と非常に短い時間で到達すると想定されている 7)。中土佐町の沿岸部に位置する久礼地

区は津波避難困難地であり、津波避難タワーの建設により解消されているが 8)、沿岸部に在

住する要配慮者は避難訓練による検証が必要である。2018 年 2 月 4 日の自主防災組織ヒア

リングによれば、中土佐町の地域特徴として、「家から出るところまでは自力。家から出

れば、周りが助けてくれる」とのことであった。 

 

３.２.２.気象条件 

計測を行った時間帯である 2017 年 11 月 5 日、2018 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 4 日の

それぞれ 9:00 から 10:30 頃の気象条件 9)を表 ３-１に示す。以下の気象条件が計測には大

きな影響を与えなかったと考えられる。 

 

表 ３-１ 気象条件 

 
2017.11.5 2018.11.4 2019.11.4 

時間 9:00～10:30 9:00～10:30 9:00～10:30 

降水量(mm) - - - 

気温(℃) 11.3 14.2 17.1 

風速(m/s) 2.1 1.6 1.2 

 

３.２.３.避難訓練の概要 

訓練の内容や住民への周知については、訓練チラシが各戸に配布された。避難訓練の参

加者数は 表３-２に示す。今回の訓練で車いす避難を行った要配慮者は、事前に家族と相

談して、急な坂を上るのが困難なため、車いすでの移動を選択した。要配慮者の各自宅か

らの車いす避難支援については、基本的に要配慮者の家族や近隣などが担当し、自宅から

の避難支援者が参加不可であった要配慮者については、神戸大学の学生が出発地点の自宅
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から避難を支援した。訓練の流れは、3 ヵ年とも同様に、訓練開始の防災行政無線（9 時鳴

動開始）を合図に、要配慮者の自宅から避難場所である第 1、2 号津波避難タワー、中土佐

町立久礼小学校、中土佐町立久礼中学校まで避難するものである。  

避難場所に到着した住民は、中土佐町が配布したアンケート（アンケート用紙は高知県

作成）に記入した。また、観察・計測の対象者とした要配慮者と自宅からの支援者に対し

て、大学からのアンケートを併せて実施した。観察・計測対象者である要配慮者 11 名の避

難経路を図３−１に示す。 

 

表 ３-２ 3ヵ年の避難訓練の参加者数 10) 

 
2017.11.5 2018.11.4 2019.11.4 

中土佐町 1,649 1,773 1,484 

久礼地区 409 1,116 964 

図 ３-１ 各要配慮者の避難開始地点と避難場所までの経路 

 

３.２.４.計測方法 

計測は、要配慮者の後方から追跡カメラにて撮影し、分析する手法を採用した。11 名の

要配慮者を 3 年間の避難訓練において計測した 20 ケースのうち、14 ケースが車いす、6 ケ
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ースが歩行で避難した。この研究では車いす避難のみの分析を行う。車いすの支援者役は

要配慮者の家族や神戸大学の学生らが担当した。 

また、必要事項について中土佐町危機管理課および自主防災組織から聞き取りを行った。 

 

３.３.結果 

本研究では、要配慮者の避難行動及び住民の避難支援行動を分析するために、要配慮者

の避難行動を、日常からの備え、避難開始時間、避難行動時間、避難余裕時間の 4 段階に

分けて中土佐町の 3 年間の避難訓練を検討した。各段階の要素を図３−２に示す。 

 

 図 ３-２ 避難行動の段階別の要素 

 

３.３.１.避難開始 

本研究では、「避難開始時間」をサイレン吹鳴時点から要配慮者が自宅の敷地境界線を

通過する時点までと定義した。しかし、実施日および時刻が住民に予告されていた状況で

あるため、サイレン吹鳴があった時点より早く避難行動を開始した要配慮者が半数以上お

り、その場合、覚知、屋内移動、敷地内移動、戸締りなどの時間が省略されたことで、実

際とは 2〜5 分近く差があると考えられる 11)。本研究では、そのケースの避難開始時間を 0

として分析を行なった。 

 

３.３.１.１.屋内移動、敷地内移動 

図３−３を見ると避難開始時間の測定が可能であったケースの中で、共通的に大きな割合

を占めているのは「屋内移動」、「敷地内移動」であることが分かる。中土佐町自主防災

組織が述べた「家から出るところまでは自力。家から出れば、周りが助けてくれるのは、

中土佐の特徴。」を考慮すると、要配慮者の屋内移動、敷地内移動時間を短縮することが

非常に重要と考えられる。特に、要配慮者が 1 人で在宅の場合、避難開始時間が避難行動

時間より要配慮者本人の裁量が大きく働くため、尐なくとも敷地外までの移動時間を短縮

できるよう、体力等の人的要素とともに家の中で要配慮者が安全かつ迅速に移動できるよ
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うに、段差に対するスロープ、手すり、足元の照明、滑り止めマットの整備などの物理的

要素の対策が重要と考えられる。 

 

図 ３-３ 各要配慮者の避難開始時間 

 

３.３.１.２.車いすの準備 

図３−３で要配慮者 a、e、f のケースを見ると、車いすを準備するために最大 1 分 8 秒か

かった。これは、支援者が車いすの組み立てに不慣れなため時間がかかったものと観察さ

れた。高齢化率が高い地域の場合、車いすが必要な方や状況が発生しやすいことを考慮し、

事前に住民は避難訓練などにより、車いすの使い方を習熟することも必要と考えられる。 

 

図 ３-４ 支援者が車いすを組み立てている状況 
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３.３.１.３.覚知 

図３−３を見ると、要配慮者 c の場合、避難開始時間のうち「その他」が大きな割合を占

めていることが分かる。このケースの「その他」は覚知にかかった時間である。防災行政

無線のサイレンが、屋内で聞こえなかったことから要配慮者は「町内放送、サイレンが鳴

るはずなのに」と疑問を呈した。避難訓練への参加を通じてサイレン及び放送が聞こえる

かの可否を確認できたことが分かる。避難訓練においてサイレン及び放送の聴取可否を確

認し、サイレンが聴覚的要因や位置的、設備的要因で聞こえにくい場合、個別受信機の設

置などの対策が必要となる。また、住民が避難中、お互いに声を掛け合う雰囲気の醸成も

一つの方法だと考える。 

 

３.３.１.４.避難開始時間の自己診断及びフィードバック 

図３−３を見ると、要配慮者 i の場合、「その他」の時間が特に長かった。要配慮者 i は、

テレビや電気を消すなど家の中を片付けるのに 2 分 4 秒かかった。避難行動時間は 5 分 26

秒であったので、避難完了までは合わせて 7 分 30 秒かかった。「久礼地区津波避難マップ」

に要配慮者 d、i の避難経路を示した図３−５を見ると、要配慮者 i の避難場所は第 1 号避難

タワーで、避難経路は海岸沿いにあるので、できるだけ避難開始時間を短縮して早期の避

難開始が必要である。避難開始時間を短縮するためには不必要な行為はなかったか、避難

訓練後、自己診断及びフィードバックにより検討が必要である。 

 

 図 ３-５ 津波進行方向と要配慮者‘d’,‘i’の避難経路 

  

３.３.２.避難行動 

本研究では、「避難行動時間」を要配慮者が自宅の敷地境界線を通過しきった時点から

避難先に到達する時点までと定義した。 

避難経路

d i
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３.３.２.１.車いす避難 

要配慮者の避難行動時間を示した図３−６の赤枠を見ると同一の避難先であっても、歩行

より車いすで避難した場合の避難行動時間がより短かった。しかし、避難訓練において車

いすで避難した住民の日常の移動手段は杖（9 人）、シルバーカー（5 人）、自立歩行（1

人）であり、日常生活において車いすを使用していないことがアンケートからわかった。

災害の際、車いすをどのように準備して使用させるかについて、中土佐町危機管理課は「避

難タワー下と避難先の登り口の 3 ヶ所の避難支援用具を入れる倉庫（通常より無施錠）に

車いすを保管する方向で調整を行っている。今後、購入支援などの形で、住民側で準備を

進めていく必要がある」と述べた。住民は避難訓練などにより車いすがどこに保管されて

いるかを事前に把握しておく必要があると考えられる。 

 

図 ３-６ 各要配慮者の避難行動時間 

 

３.３.２.２.避難経路 

中土佐町津波避難計画によると「避難経路は原則として、津波の進行方向と同方向に避

難するよう指定・設定すること」とあるが、要配慮者 d の避難経路は津波進行方向とは逆

方向であるため、この経路は望ましくないと考えられる。それにもかかわらず、要配慮者 d

は 2017 年、2019 年の避難訓練とも図のような経路を使ったことが観察された。望ましく

ない方向に複数回避難したということは、避難訓練後に検討やフィードバックが行われな

かった可能性がある。避難訓練後、ハザードマップや津波避難マップに基づき、自己診断

及びフィードバックを実施する必要があると考えられる。 

また、避難行動の中、要配慮者と避難支援者から段差、道路の舗装状態など避難経路上

の課題に関する意見があった。2018 年の避難訓練において、舗装が壊れ、不安定な車いす

の移動が観察された区間については、2019 年の避難訓練時においても完全には改善されて
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いない状態が観察された(図３−７)。避難訓練中に観察された避難経路等の諸課題について

住民との意見交換が必要と考えられる。避難訓練後の流れについて危機管理課からは、「現

在の訓練が「職員にアルファ米をもらって解散」にとどまっているので、今年度より、避

難所・避難場所での職員待機を止め、自主防災会としての総括→意見取りまとめ→役場に

要望という流れを作りたい」と述べた。 

また、図３−１４のように車いす避難中の 3 ケースについて、同一の鉄扉のレールによる

停止が観察された。この対策として、行政による整備は時間がかかるため、こういう箇所

には自主防等から注意を促す標識等を付け、避難訓練による事前認知が必要と考えられる。 

 

2018 2019 

図 ３-７ 2018年と 2019年の道路舗装状態 

 

３.３.２.３.バーとロープの装着 

訓練中、特にスロープで、車いす避難の支援者らが「バーやロープがあったらよかった」

と話す場面が数回観察された。多くの住民が車いすの支援を効率的かつ安定的に行うため

にはバーやロープが必要と認知していることがわかった。バー注 2)の装着の有無によって、

実際にどのような違いがあったかを図３−８,３−９に示す。 

 

図 ３-８ 要配慮者‘a’の 3ヵ年の総避難行動時間と平均速度 
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要配慮者aは、3年間同じ避難経路を利用して、同じ避難先である久礼小学校に避難した。

ただし、避難方法は、バーを装着した車いす、何も装着されていない車いす、歩行途中の

車いす等それぞれ異なっていた。3 年間の避難訓練における総避難行動時間と平均移動速度

を比較したものを図３−８に示す。バーを装着した場合、所要時間は計 455 秒で最も短く、

平均速度は 1.25m/s で最も速かった。これは、何も装着されていない場合は 2 人、バーを

装着した場合は通りすがりに避難支援に参加した住民が 4 人となり、さらに多くの住民が

避難途中、避難支援に参加していたことによると考えられる。このケースにより、車いす

にバーを装着することで、より多くの住民の避難支援への参加が可能になり、車いす避難

の支援者の身体的負担の軽減や、避難移動時間の短縮にもつながる可能性があることが分

かる。 

一方、「バーは取り付けるのも時間がかかるため本番で使えるか」という疑問が住民か

らあった。バーを装着するのは 5 分程度かかることで、事前に装着して保管している車い

すでなければ、避難途中のバーを装着することは時間的に危険が予想される。それに対し、

ロープは取り付けるのに 52 秒、1 分 42 秒かかったので、避難行動の中では、バーよりロ

ープを取り付けた方が効率的であり、バーの場合は事前に装着して倉庫に保管した方が望

ましいと考えられる。 

要配慮者 d は 2017 年及び 2019 年の 2 回、同一の避難先である第 2 号津波避難タワーに

避難したが、2019 年には訓練の設定で道を一部封鎖したため、違う避難経路を利用して（図

３−１）避難した。また、避難方法も、何も装着されていない車いす、ロープ 注 3)を取り付

けた車いすと異なった。2 年間の避難訓練における避難経路の勾配に対する移動速度を図３

−９に示す。 

 

図 ３-９ 要配慮者‘d’の２年間の総避難行動時間と平均速度 



35 

 

水平避難区間における平均速度を比較すると 2017 年は 1.65m/s、2019 年は 1.33m/s で

あり、避難タワーのスロープ（垂直避難）における平均速度を比較すると 2017 年は 0.73m/s、

2019 年は 0.67m/s であった。ロープを取り付けたケースの場合、二つの状況において速度

低下が観察された。一つ目の状況は、避難途中にロープが緩んだため速度が低下し、ロー

プを結びなおす 52 秒の停止が発生したことである。これに対してロープを事前に取り付け

ておくことや、容易かつ速くて硬く結ぶ方法を講じる必要があると考えられる。 

二つ目の状況は、避難後、スロープを利用して帰宅する住民の混在によりスロープが混

雑し、車いすの移動速度が大きく落ちたことである。住民全員の避難が完了していない状

況で、スロープは車いす避難者の避難経路となるので、帰宅時、ゴンドラや階段など他の

経路を利用するよう誘導することにより、効率的な支援が可能になると考えられる。 

一方、図３−１４の左下の写真と図３−１５は同一の箇所であり、アンケートで両ケース

の支援者とも、最も危険と感じたことについて「段差」と回答した。この箇所において何

も装着されていない車いすのケースでは 21 秒の停止が発生し、あらかじめロープを取り付

けた車いすのケースでは前方にいた 2 人がロープを引き、後方にいた支援者は押してより

短い 8 秒の停止が発生した。この二つのケースにより、支援者の体力によって移動速度は

異なるが、あらかじめロープを取り付けた車いすを使用することで段差等の障害物から比

較的短時間で抜け出せることが分かる。 

何も装着されていない 2017 年には、避難先まで支援者一人で避難支援をしていたことに

対し、ロープを取り付けた 2019 年には、通りすがりに住民 3 人が避難支援に参加した。こ

のケースにより、車いすにロープを取り付けることで、より多くの住民の避難支援参加が

可能になると考えられる。 

また、アンケートで訓練後の体の状態について何も装着されていない車いすの支援者は

「腕が痛い、足が痛い」と回答し、ロープを装着した車いすの支援者は「特にない」と回

答した。これにより、ロープを取り付けることにより、車いす避難の支援者の身体的負担

を軽減することができると考えられる。 

3 年間の避難訓練では、既に支援者がバーやロープが装着されている車いすを用意し、要

配慮者の宅前で待機していたため、使用に支障がなかった。住民はバーやロープがあれば、

避難支援行動が容易になることを認知していたが、これらがどこにあるかは認知していな

いのが観察された。避難訓練などにより車いすやバー、ロープがどこに保管されているか

を共有し、使用する方法も練習できると考えられる。 

 

３.３.３.途上における避難支援行動 

「家から出るところまでは自力。家から出れば、周りが助けてくれる」という中土佐町

の特徴は避難訓練においても観察された。計測した 20 ケースのうち、車いす避難は 14 ケ

ース、そのうち 6 ケースで通りすがりの住民から支援を受けたのが観察された。通りすが

りの住民は支援行動を終了すると、自らの避難行動を続けたため、属性や要配慮者との人
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間関係などの詳細は確認できなかった。しかし、支援行動が行われる時点や特徴により予

防的支援行動と停止発生による支援行動の２タイプに分けることができた。 

 

３.３.３.１.予防的支援行動（困難・危険が予想される時点） 

予防的支援行動は、困難や危険が実際には発生していないが、支援者の身体的負担によ

る困難や操作不安定による危険が予想される時点で、通りすがりの住民が支援行動に参加

したタイプである。このタイプは 4 事例あり、その避難支援状況を以下、順に記す。 

事例 1（図３−１０）は車いす避難ケースの中で唯一バーを装着したケースであり、避難

先は久礼小学であった。事前にバーが装着されており、車いすは倉庫に保管されていた（図

３−１０の左上）。サイレンが鳴ると支援者①が倉庫から取り出して要配慮者の自宅前に持

って行って避難を開始した。この時、要配慮者が、バーが装着された車いすにどのように

搭乗すべきか迷う姿が観察された（図３−１０の中央）。これに関してアンケートでは、最

も危険を感じたことについて「搭乗」と回答した。住民③は、避難行動中、車いすを遠く

から発見すると近寄り、声かけをした。車いすが上り坂を上り始め、支援者の身体的負担

が予想される時点に、「前から引っ張ってもらったらいいかな」「はい、引っ張ってくだ

さい」という対話が交わされた後、車いすの前に装着されているバーを引きながら支援を

開始した。また、上り坂で通りすがりの住民④が車いすの後ろから押し始めた。 

 

図 ３-１０ 2017年の要配慮者‘a’への避難支援行動 

（バーを装着した車いす）と各絵記号の定義（事例１,５） 

 

事例 2（図３−１１）の避難先は第 2 号津波避難タワーであった。要配慮者とともに避難

を開始し、主に 1 人で車いすを押した支援者①は高齢者（当時 75 歳）であった。車いすが



37 

 

上り坂を上り始め、支援者の身体的負担が予想される時点に、前で避難していた住民③が

「変えちゃおうか?」と声かけをし、支援者①、②と「前にロープを取り付ければ」という

対話をしてから住民③と④が支援を入れ替わり入った。この際、スロープの幅が狭いため、

車いすの後ろから押した 2 人は姿勢が取りづらくなっていることが観察された。支援者も

要配慮者であるため、1 人で避難支援行動を続けていれば、途中休憩及び停止に伴い渋滞発

生の可能性も予想される。しかし、今回の訓練では、周りの住民たちの助け合いで避難タ

ワーのスロープにおいては一度の停止や危険なく避難できた。 

 

図 ３-１１ 2017年の要配慮者‘j’への避難支援行動 

（何も装着されていない車いす）（事例 2） 

 

事例 3（図３−１２）の避難先は久礼小学校であった。住民②は、一行とともに避難する

途中で車いすを見たが、声かけはせず見守り続け、支援者①の車いす操作が不安定になっ

たら、見守りをしていた支援者③に「二人でしてもあんま変わらないかな」と声をかけ、

支援者③が「押してみます?」と言うと、図３−１２の赤枠のように避難支援に参加した。そ

して、上り坂を上りきったところで避難支援行動を終了した。アンケートで支援者①、住

民②は、最も危険と感じたことについて「未舗装道路」と回答した。 

 

図 ３-１２ 2018年の要配慮者‘f’への避難支援行動 

（何も装着されていない車いす）（事例 3,7） 
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図 ３-１３ 車いす避難支援時、二人で後ろから押す場合と一人は前方、一人は後方から

押す場合（事例 3） 

 

事例 3 において図３−１３の左のように車いすの後ろから 2 人が押したが、力のバランス

が合わず車いすの移動方向が経路から外れそうになることが観察された。車いす避難を 2

人で支援する場合は、図３−１３の右のようにロープやバーを装着して前からは引き、後ろ

からは押す時、より安定的に移動できることが観察された。 

事例 4（図３−１４の赤枠）の避難先は第 2 号津波避難タワーであり、ロープを取り付け

た車いすで避難した。住民②は要配慮者の車いすに搭乗する時に近づき、避難支援行動を

開始した。住民③は、住民②に避難先を聞き、住民②は、「避難タワー」と答えた。避難

タワーの急なスロープは、高齢者を含めた 2 人の支援者が支援するには身体的負担が予想

される区間である。この対話を皮切りに、住民③は避難支援行動を開始した。住民②は避

難タワーのスロープに進入する際、ロープを自分の体に一周巻き、住民③はその後ろから

ロープに掴まって移動した（図３−１４の下の中央）。これはスロープの幅が大人の男性 2

人が並んで歩くには狭いからだと考えられる。 

 

図 ３-１４ 2019年の要配慮者‘d’への避難支援行動 

（ロープを取り付けた車いす）（事例 4,9） 
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車いす避難の支援者の年齢やスロープの急な傾斜により身体的負担が予想される時点、

支援者の車いす操作不安定により危険が予想される時点で、支援者への声かけや対話をし

てから支援行動に参加した。何らかの困難や危険が実際に発生していない時点で、予防的

支援行動を行うことにより急激な速度低下や停止、危険な状況を予防することができた。

また、避難タワーのスロープでは、これにより渋滞の発生を避けることができた。 

 

３.３.３.２.停止発生による支援行動（困難が発生した時点） 

要配慮者の避難中に停止が発生し、通りすがりの住民が避難支援行動を開始したタイプ

は 5 ケースあった。その避難支援状況を以下、順に記す。 

事例 5 では避難支援の途中一回、支援者全員は身体的疲労感により休息をとりながら避

難経路の危険箇所に関する指摘などの意見を交換した（図３−１０の青枠）。この時、住民

⑤、⑥が来て支援行動を参加し、上り坂が終わっても支援行動を継続し、避難終了地点で

終了した。 

事例 6（図３−１５）の避難先は第 2 号津波避難タワーであった。支援者は学校側参加者

一人であり、知り合いの住民はいなかったが、避難中に車いすが鉄扉レールに引っかかる

と、通りすがりの住民が一緒に避難支援を行なった。車いすがレールから抜き出すと、住

民は自分の避難行動を続け、元の支援者は避難支援行動を続けた。このケースにより、観

光客をはじめとする外部の者が避難の途中で困難に当面しても、住民からの避難支援行動

を期待できると考えられる。 

 

図 ３-１５ 2017年の要配慮者‘d’への避難支援行動 

（何も装着されていない車いす）（事例 6） 

 

事例 7（図３−１２の青枠）では避難中、車いすが段差に引っかかると、隣で見守ってい

た支援者③が支援に合流し、段差を抜け出した。 

事例 8（図３−１６）は事例 1（図３−１０）と同一な避難経路を利用して避難先も同じく

久礼小学校に避難した。しかし避難手段は異なって、要配慮者が歩行で避難する途中、上

り坂で後ろから持ってきた車いすに搭乗した。この時、支援者 2 人は車いすに取り付けて

いたロープを使って前方で支援行動を行ない、上り坂が終わると、支援行動を終了し、見
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守りを行った。車いすが段差に引っかかった際、通りすがりの住民⑤が避難支援を開始し、

段差から抜き出すと避難支援行動を終了した。また、砂利道から進みにくくなると、通り

すがりの住民⑥が避難支援行動を開始し、砂利道が終わると避難支援行動を終了した。 

 

図 ３-１６ 2019年の要配慮者‘a’への避難支援行動 

（何も装着されていない車いす）（事例 8） 

 

事例 9（図３−１４の青枠）では車いすが鉄扉のレールに引っかかり前に進めなくなると、

通りがかりの住民④が避難支援行動を開始し、車いすがレールから抜き出すと、避難支援

行動を終了した。 

車いす避難中の停止発生は、段差、鉄扉のレール、砂利道、支援者の休憩によって生じ

ることが観察された。このケースの住民は、上記の障害物から抜け出し停止が解決なると

支援行動を終了した。支援者の身体的負担等により、他の住民の継続的な支援行動が必要

であれば、この時点で支援を要請することが良いと考えられる。 

 

３.３.４.津波避難タワー内における上昇経路 

３.３.４.１.ゴンドラ（人力エレベーター） 

第 1 号津波避難タワーのゴンドラの重量制限は 350kg である。2017 年の訓練では 4 名を

上げることに 15 分かかった。さらに車いすが入れば、ゴンドラの利用者数はさらに制限さ

れると思われる。第 1 号津波避難タワーの付近の津波到達時間は 20 分と想定されているた

め 12)実災害の際、1 回しか使えない恐れがある。これに対して危機管理課からは、「ゴン

ドラの上下で連絡を取る方法、門扉の開閉、避難者の乗り込み、運転部が上であること、

下で搬送を手伝う者のリスクなど、様々な点で有効性に疑問がある」と述べた。また、「そ

のため、避難支援器具を備えた倉庫を準備し、ゴンドラに頼らない避難を行う方向で調整

している」と付け加えて述べた。それにもかかわらず、実災害の際、ゴンドラを使用しな

ければならない状況になると、限られた時間内でどんな人にゴンドラ利用を優先すべきか、

どのようにより効率的に使用するのか避難訓練を通じて検討する必要があると考えられる。 
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３.３.４.２.避難タワーの螺旋スロープ 

避難タワーのスロープにおける渋滞の原因は、大きく 2 点に分けられる。1 点目は、密度

である。経路に人が多くなると密度が高くなり進行速度が遅くなるため、これに対する解

決策として田中ら 5) は健常者を階段で誘導し分散させることを提案した。2 点目は、連鎖

反応である。ここで連鎖反応は、先頭にいる人の速度が低下すると、その後ろにいる人の

速度も低下することを言う。第 1 号津波避難タワーの螺旋スロープの場合、幅が狭いため

前にある車いすを追い越すのは不可能であった。また、車いすのみならずシルバーカーを

使用した要配慮者の場合にも、連鎖反応による渋滞が観察された。螺旋スロープの幅は 1.2m

で、歩行者間の追い越しは可能であるが、シルバーカーや車いすは追い越し難い狭い幅で

ある。訓練の中、螺旋スロープにおいて、車いすを押す役を近くにいた健常者と入れ替わ

ることにより速度の低下の解消が観察された（図３−１０の右）。これにより、先頭の速度

低下を解決するためには、健常者の車いす避難支援行動が必要であると考えられる。 

2017 年のアンケートによると、避難タワーに避難した住民 137 人のうち 84 人が 60 歳以

上（61.3%）、52 人が 60 歳未満（38%）、1 人が無応答（0.7%）であった。高齢化率が

43%に達する地域の特性を考えると、階段で健常者を全て送る場合、螺旋スロープの密度は

低減できる可能性はあるが、連鎖反応は解消しない。3 年間の避難訓練において、螺旋スロ

ープの密度は高くないにもかかわらず、連鎖反応による渋滞が発生する状況とともにこれ

が健常者の避難支援行動によって解消されることも観察された。したがって、健常者と要

配慮者を分散して避難誘導するよりも、車いす避難者がいる場合、予防的支援行動が可能

である健常者もスロープへ送る方がより効率的であると考えられる。また、密度と連鎖反

応の両方を解決するためには、スロープを追い越し可能な幅に拡張することも一つの案と

考えられる。 

 

３.３.５.アンケート結果 

本研究では、2017 年の中土佐町アンケートと、2017,2018,2019 年の要配慮者・支援者ア

ンケートの分析を行なった。 

中土佐町アンケートは、訓練に参加したきっかけ、訓練に参加して気づいたこと、今後

実施が必要と思うことなど避難訓練に関する内容であり、住民 903 名が回答した。 

要配慮者・支援者アンケートの中、要配慮者に対しては、日常の移動手段、訓練前後の

体調、危険と感じたことなど計 11 問であったが、2019 年には、8 問を追加した。追加した

8 問は、要介護度、聴力、避難経路、同居の家族構成に関する項目である。 

支援者に対しては、車いすなどを押した経験、身体的負担、一番きつかったことなど避

難支援に関する内容など計 18 問であったが、2019 年には、10 問を追加した。追加した 10

問は、要配慮者と接触する前の行動、要配慮者との関係や介助経験に関する項目である。 

 

３.３.５.１.車いす避難支援行動 

車いす避難支援者を対象としたアンケートで、「何が最も危険と感じましたか？」とい 
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う項目の回答結果を図３−１７に示す。 

 

図 ３-１７ 車いす避難支援者が最も危険と感じたこと (要配慮者・支援者アンケート) 

 

避難訓練の中で支援者が最も危険と感じたのは「急傾斜」（16 人）、「段差」（8 人）、

「未舗装道路」（2 人）であった。段差と未舗装道路は行政や地域で改善が可能な部分であ

るが、急傾斜の場合、環境的要因より人的要因を改善するのが効率的である。急傾斜とい

う課題を解決することは、急傾斜そのものより、住民の助け合いや体力の維持及び向上が

効率的と考えられる。 

また、車いす避難支援者を対象としたアンケートで、「何が一番きつかったですか？」

という項目の回答結果を図３−１８に示す。 

 

図 ３-１８ 車いす避難支援者が一番きつかったこと (要配慮者・支援者アンケート) 

 

支援者は避難訓練の中で一番きつかったことについて「走行中の押す力の重さ」(10 人)、

「方向の制御」(8 人)、「動き出す時の重さ」(5 人)、「距離の長さ」(1 人)、「押す姿勢」

(1 人)と回答した。走行中の押す力の重さ、動き出す時の重さ、距離の長さは体力を要する

部分であることから、支援者の体力も大きく影響するが、高齢化率の高い地域の特徴を考

慮すると、住民間の助け合いがこれを補完できると考えられる。また、方向の制御が一番

きつかったと回答した支援者 8 人のうち 5 人が「車いすを押した経験がない」と回答し、

押す姿勢が一番きつかったと回答した支援者は車いすを押した経験が「1 回」と回答したこ

とから、避難訓練など事前に車いすを押した経験が、避難時の「方向制御」、「押す姿勢」

などの改善につながると考えられる。 

車いすを押した経験が今回の訓練で活きたかについては、3 人が「大いに活きた」、5 人

が「活きた」、4 人が「尐し活きた」と回答した。「大いに活きた」と回答した 3 人は車い 



43 

 

すを押した経験が 5 回以上であった(図３−１９)。これらのアンケート結果を見ると、車い

すを押した経験が 5 回以上の場合、避難の際、その経験が大いに活きることが分かる。 

 

図 ３-１９ 車いすなどを押した経験が生きたか (要配慮者・支援者アンケート) 

 

３.３.５.２.多様な避難先、避難経路、避難手段の試行 

本研究で、3 年間の避難訓練のうち避難先を変えた要配慮者は 2 人いた。アンケートで要

配慮者 b は変更理由を「小学校への避難も体験したかった」、要配慮者 e は「決められて

いるから」と回答した。不安、困難な事について、要配慮者 b は「坂が急。次は小学校の

緩い坂を上る」、要配慮者 e は「道が分からない」と回答した。 

図３−２０を見ると避難訓練に参加した住民のうち 353 人が、「毎年訓練することで、避

難に自信がついた」と回答したことから、避難訓練への参加が避難先や避難経路の認知の

みならず、防災リテラシーの向上にも役立つことが分かる。実災害の際、防災リテラシー

の高い人が低い人より早く逃げることが明らかになっている 13)。従って、避難訓練への参

加は避難先、避難経路の認知及び試行になり、これは防災リテラシーの向上に繋がり、実

災害の際、住民の自分の命を守る行動に繋がると考えられる。 

 

 図 ３-２０ 訓練に参加して感じたこと (中土佐町アンケート) 
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３.３.５.３.避難訓練後、自己診断及びフィードバック 

避難訓練の意義を大きく二つ見ると、一つ目は、住民の防災意識を高め、命を守る行動

を身につけること、二つ目は、避難訓練を通じて課題を導き出すことである。二つ目のこ

とを基づいてより実践的な避難訓練につながるためには、避難訓練後、要配慮者の避難行

動や避難経路、避難手段などについての自己診断、フィードバックが必要と考えられる。

特に 3.3.2.1 節のように避難先や避難手段を変更した要配慮者は、変更前と比較してどちら

が効率的であるかの検討が必要である。それにもかかわらず、避難訓練現場でそうした様

子は観察されなかった。そのため、尐なくとも避難先において避難終了の時点の時刻を知

らせるのが必要ではないかという筆者の意見について、危機管理課では「個別判定を行う

とすれば、今後の避難訓練の全般を「浸水想定高さで避難者のタイムを測る」に変更する

必要がある。」と回答した。 

 

３.３.５.４.夜間訓練の提案 

図３−２０を見ると、避難訓練に参加して感じたことについて、住民のうち 171 人が「訓

練の実施内容が毎年同じで、変化がない」と回答した。また、夜間訓練が必要だと答えた

住民は 403 人（92%）、必要ないと答えた住民は 33 人（8%）であることから住民は夜間

訓練などのさらに多様な可能性に備える訓練を希望していることがわかった。昼間には把

握できなかった避難経路の危険箇所、津波避難誘導標識等の夜間視認性確保対策等は夜間

訓練によって検討が可能であるため、夜間避難訓練の実施は必要であると考えられる。 

 

３.４.結論 

本研究では、中土佐町において住民参加のもと行われた津波避難訓練を観察・分析する

ことによって、以下の 2 点を明らかにした。 

 

(1)  中土佐町の津波避難訓練において、同一の避難先であっても、歩行より車いすで避

難した場合の避難行動時間がより短かったことから、高齢化率の高い地域は車いす避

難の準備が必要と考えられる。加えて、実災害時における車いす避難に備えて、避難

訓練により車いすがどこに保管されているかを事前に共有し、使い方を練習すること

も可能であろう。避難訓練への参加はこのような方々の避難先、避難経路の認知及び

試行になり、これは防災リテラシーの向上に繋がり、実災害の際、住民の自分の命を

守る行動に繋がると考えられる。 

 屋内にいる要配慮者にサイレンが聞こえないケースも観察されたことから、住民が

避難中、お互いに声を掛け合う雰囲気の醸成も一つの方法だと考える。 

 ゴンドラがある避難タワーの場合、限られた時間内でどんな人にゴンドラ利用を優

先すべきか、どのようにより効率的に使用するのか避難訓練を通じて検討する必要が

あると考えられる。 

 避難訓練後、ハザードマップなどに基づき、避難先、避難経路、避難手段等や避難
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開始時間の中で不要であった行為についての自己診断及びフィードバックに加え、避

難中に観察された課題、感じたこと等について意見交換が必要である。その際、把握

された危険が予想される鉄扉レールなどの箇所には、事前に注意を促す標識を貼って

おく必要があると考えられる。 

 アンケートから、住民は夜間訓練などのさらに多様な可能性に備える訓練を希望し

ていることがわかった。昼間には把握できなかった避難経路の危険箇所、津波避難誘

導標識等の夜間視認性確保対策等は夜間訓練によって検討が可能であるため、夜間避

難訓練の実施が必要と考えられる。 

(2)  本研究では、通りすがりに避難支援に参加した住民の避難支援の動機などについての

詳細は不明であるが、避難支援行動を開始する時点は把握でき、二つのタイプが導出

された。   

 一つ目のタイプは、予防的支援行動である。このタイプは、車いす避難の支援者の

年齢やスロープの急な傾斜により身体的負担が予想される時点、支援者の車いす操作

不安定により危険が予想される時点等、困難・危険が予想される時点で行われた。何

らかの困難や危険が実際に発生していない時点で、予防的支援行動を行うことにより

急激な速度低下や停止、危険な状況を予防することができた。このタイプは、支援者

への声かけや対話から支援行動が始まったことから、車いす避難の場合、要配慮者の

みならず支援者のコミュニケーション能力が重要と考えられる。また、避難タワーの

スロープのように狭い経路で、予防的支援行動により渋滞を避けることができたこと

から、健常者と要配慮者を分散して避難誘導するよりも、車いす避難者がいる場合、

予防的支援行動が可能である健常者もスロープへ送る方がより効率的であると考えら

れる。 

 二つ目のタイプは、停止発生による支援行動である。このタイプは、車いすが段差、

鉄扉のレール、砂利道、支援者の休憩などによって停止が発生する時点に行われ、上

記の障害物から抜け出し停止が解決なると支援行動を終了した。支援者の身体的負担

等により、他の住民の継続的な支援行動が必要であれば、この時点で支援を要請する

ことが良いと考えられる。 

 バーを装着した車いすの場合、より多くの住民が支援行動に参加したことから、予

防的支援行動のためにはバーの装着が有効であると考えられる。また、支援者の体力

により速度は異なるものの、ロープを取り付けることにより、障害物から短時間で抜

け出せることができたことから、停止発生への対策として、バーやロープを装着する

ことが良いと考えられる。  

 

地形や地域コミュニティなど地域の特性により、住民の避難支援行動も異なることがあ

るため、本研究で対象とした地域以外においても実験を進めることで様々な地域に適用可

能な支援行動パターンを導出する必要がある。ならびに、夜間での支援行動など様々なケ

ースを想定して検証していく必要もある。本研究で用いた検証を地区の津波避難計画に盛
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り込むことで、要配慮者やその支援者も含めた人的被害軽減に貢献していきたい。 

 

注 

注 1) 本訓練で用いられたバーは１種類であり、詳細は以下に示す。 

(出典：https://www.jinriki.asia/product/）(2021.12.15 アクセス) 

装着方法 ワンタッチ 

重量 3000g 

取付適応サイズ 車いす幅 380mm〜525mm 

全長 
縮めた状態 800mm 

伸ばした状態 1180mm 

Photo 1 A wheelchair with bar installed 

 

注 2) 本訓練で用いられたロープの詳細を以下に示す。 

素材 ナイロン製 3打ちロープ 

長さ 約 5m 
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第４章 平成 30年 7月豪雤における要配慮者の避難行動に影響を与えた要素と課題の導出

-覚知、上階移動、立退避難等の各段階のプロセスについて- 

４.１. はじめに 

平成 30 年 7 月豪雤(2018 年西日本豪雤)により、237 人の死者、8 人の行方不明、123 人

の重傷者が発生し、6,767 棟が全壊、7,137 棟が床上浸水など、西日本を中心に各地で大き

な浸水被害が発生した 1)。愛媛県、岡山県、広島県での死者数のうち、60 代以上の割合は

約 7 割であったと報告されている 2)。牛山 3)は、岡山県倉敷市真備地区で洪水による被災と

推定される死者 51 人のうち、40 人以上が非流失家屋の屋内で被災し、また、多くの方が１

階で被災した可能性があると報告している。上階移動に関する既往研究 4,5,6,7,8)をみると、

高齢者等の要援護者の上階移動（垂直避難）を取り上げているが、1~4 人の介助を想定して

いる。また、簡易担架、アルミ板など、高齢者の自宅に用意してない可能性が高い避難手

段を想定している。本研究の対象者の中には要配慮者注 1)一人の世帯、夫婦ともに要配慮者

の世帯等を含めており、要配慮者の自宅での上階移動について検討する。  

続いて、令和元年台風 19 号の際、上階移動を行なった住民のうち、「2 階なら安全」と

考えていた住民が多数いたと入江 9,10)は報告しているが、上階移動を行なったにもかかわら

ず、立退避難をした住民にはどういう要素が影響を与えたか検討する必要がある。そこで

本研究では、要配慮者の中で高齢者や障害者を対象に絞り、上階移動を行なった高齢者や

障害者がどういう経緯で立退避難の開始に至ったのかを検討する。 

また、要配慮者の覚知については、聴取実験を通じて呼びかけの話し方が避難行動に及

ぼす影響を検討した研究 11)や、災害の際、情報を発信するメディアの特徴を比較分析した

研究 12)などがあるが、高齢者の場合、聴覚や情報力等の多様な要素により覚知状況が異な

るため、災害の際、どのような要素が要配慮者の覚知を促進・阻害するのか、避難訓練状

況の観察等によるきめ細かなアプローチが必要である。 

これらのように要配慮者の場合、立退避難の前に上階移動をはじめ情報収集、覚知、避

難決断から困難があるため、この段階からの避難行動に影響を及ぼす要素について検討す

る必要があると考えられる。そこで本研究では、下原地区の要配慮者の避難行動を段階別

分析し、避難行動を阻害及び促進する要素と課題を導出し、今後の要配慮者の水害避難の

ための基礎資料とすることを目的とする。 

 

４.２. 方法 

岡山県総社市下原地区で 2019 年 5 月 3 日,6 月 1 日,6 月 25 日において、 要配慮者や要

配慮者の避難を支援した家族を対象にヒアリングを行なった。質問内容は各防災情報や呼

びかけの時の行動、避難の判断に関する理由、避難手段、避難先、日常の備えなどである。

調査対象者 16 名の概要を表４-１に示す。 
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表 ４-１ 調査対象者の概要 

 性別 年齢 普段の移動方法と体の具合 家族構成 自宅の構造 

A 女 70 代 
屋内、屋外：杖 

要介護 2 
夫(障害者 2 級) 

RC 2 階建て 

就寝場所：2 階 

B 女 80 代 屋内、屋外：自力歩行 無し 
木造 2 階建て 

就寝場所：2 階 

C 女 70 代 
屋内、屋外：自力歩行 

要支援 2、聴力低下 
息子 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

D 男 70 代 
屋内：自力歩行 

屋外：白杖 
妻 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

E 男 80 代 

屋内：自力歩行 

屋外：シルバーカー 

要介護 3、聴力低下 

妻 
木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

F 女 80 代 
屋内：杖、屋外：杖 

要介護 2、聴力低下 

息子,嫁, 

孫 2 名 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

G 女 100 代 
屋内、屋外：介添え歩行 

要介護 2 
息子,嫁 

木造 2 階建て 

就寝場所：2 階 

H 女 90 代 

屋内：自力歩行、 

屋外：シルバーカー 

要介護 1、認知症 

8 名 

木造平屋と 

2 階建て 

就寝場所：1 階 

I 男 70 代 
屋内、屋外：自力歩行 

要支援 1 
妻 

木造平屋 

就寝場所：1 階 

J 男 90 代 
屋内、屋外：自力歩行 

要介護 3、聴力低下 
妻 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

K 女 70 代 
屋内、屋外：自力歩行 

人工透析 
夫 

プレハブ平屋 

就寝場所：1 階 

L 女 80 代 
屋内、屋外：介添え歩行 

要介護 1 
夫,息子,嫁,孫 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

M 女 70 代 
屋内、屋外： 補助具 

障害者 1 級、要介護 2  
夫,息子 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

N 女 90 代 

屋内：介添え歩行、 

屋外：シルバーカー 

障害者 6 級、要介護 3 

息子,嫁 
木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

O 女 70 代 
屋内：自力、屋外：杖 

左方麻痺、要支援 2 
夫,息子,嫁,孫 木造 2 階建て 

P 男 90 代 
屋内：自力、屋外：杖 

要介護 3、聴力低下、認知症 
妻,息子,嫁,孫 

木造 2 階建て 

就寝場所：1 階 

 

４.３. 結果 

各要配慮者の水害時避難行動を立退避難前自宅内行動、立退避難準備、地域避難、一時

帰宅、2次避難に分けて状況を表４-２に示す。また、要配慮者の避難訓練参加、過去災害

経験、日常からの備え、避難情報の理解、地域活動を表４-３に示す。 

 

表 ４-２ 水害時避難行動の段階別状況 

 立退避難前自宅内行動 
立退避難準

備 
地域避難 一時帰宅 2 次避難 

A 

外の呼びかけの音は聞こえたが、何を言っていた

かはわからなかった。TV から情報を得た。21 時

前、要支援者である夫を 2 階に眠らせて、着替え

て靴を 2 階に置いていた。住宅は RC であり、2

階なら土手の高さも同じなので 2 階なら安全と思

い、加えて夫の身体機能の低下や避難所環境への

懸念(避難先では付きっ切りにならなくてはなら

ない、迷惑をかけたくない)から、立退避難をして

いなかった。工場の爆発後、消防や警察など大勢

の人が行き交い、2 時爆発の恐れがあるので避難し

てくださいと言われて避難を決断した。

屋内では杖による歩行。 

（0:00 頃に

自宅→0:05

頃に銀杏の

木広場） 

・消防団員

二人で夫を

抱えて銀杏

の木広場ま

で連れて行

ってくれ

た。 

・市が用意したマイクロバ

スに乗って移動（夫と） 

・避難所：トイレが遠い、

障がい者が使えるトイレ

が少ないので待つ。 

- 

7/7 

昼頃 

娘の家 

B 

18 時から呼びかけを聞いていて、この時息子から

電話があり、2 階へ行くように言われて 2 階に上

がっていた。2 階が安全と思い立退避難はしていな

かった。工場の爆発後，自宅の倉庫に火がついて

（0:00 自宅

→0:10 公会

堂） 

・傘をさし

（3:40 公会堂→4:00 きび

じアリーナ）・パジャマ 

・班長の妻の車で移動 

・避難所：寒い、床がかた

- 

7/8 

20:20 

くしろ分

館 
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消火しようと 1 階に降りて裏手に出た。ホースを

捜している時，近所に住んでいる警察官が「僕が

するから逃げて」と言って避難を決断した。

屋内では手すりを使って歩行。 

て一人で歩

いた。 

 

い、プライバシーがない、

毛布が不足、寝間着だっ

た、隅で過ごした、新聞で

段を取った。 

C 

聴力低下もあり、TV を付けていたため、外の呼び

かけの音が聞こえにくかったが、TV 字幕を見て情

報を得られた。身体機能の低下により 2 階に上が

ることができないため(何年も上がっていない)、上

階移動はしていなかったが、パジャマを着替えて

準備はしていた。まだ水は来ない、その場所が安

全と思い、立退避難はしておらず、就寝中であっ

た。就寝中、工場の爆発により息子の顔と要配慮

者の手が受傷をし、救急車を呼び、病院に向かっ

た。屋内では手すりをもって少し支えながら歩行。 

（0:00 自宅

→0:10 真備

記念病院） 

・救急車で

移動 

・財布、保

険証 

（3:30 きびじアリーナ

着）・普段着 

・一時帰宅の際、待っても

らったマイクロバスに乗

って移動。 

・避難所：暑い、クーラー

がない、子供が走り回って

にぎやかだった。 

（3:10真備記念病院

発） 

・治療が終わって 一

緒にいた役員の車を

乗って一時帰宅。 

・薬（糖尿、高血圧、

パーキンソン）、非

常持ち出し袋（水、

懐中電灯）を持ち出

した。 

・役場の

人の声か

けでセレ

ーノ総社

(特別養護

老人ホー

ム)2~3 泊 

D 

TV を付けており、危険を感じて 21~22 時頃警察

と消防に電話をかけて状況を把握した総社市全体

「西は大丈夫」と言うアナウンスがあるうえ、水

は来ない、今までも来たことないと思い、上階移

動はしておらず、1 階で就寝中であった。工場の爆

発後、敷地内別居の息子がすぐに来て避難の呼び

かけをした上、警察が避難するように言って回っ

たため、避難を決断した。 

・移動：介添え歩行 

- 

（7 日 0:10 自宅→0:30 き

びじアリーナ）・普段着 

・妻の車で移動（妻、息子

と） 

・避難所：トイレが遠い(ト

イレの往復に妻の介助要) 

（7 日 19：30 自宅→20:30

友人の宅）1 泊 

（7日 5:30きびじア

リーナ→6:00 自宅）

白杖取りに一時帰

宅。休憩後、2 階の

掃除をしていた。水

が屋内入って来て上

階移動を行った。息

子の電話でレスキュ

ーが来て立退避難を

した。 

(8 日

9:00) 

・妻の妹

の家で 2

泊 

・その後

帰宅し、2

階で生活 

E 

聴力低下により、覚知できていないと思い息子が

電話をかけたが、つながらなかった。身体機能低

下により自力で 2 階に上がるのは難しいため、別

居している息子が TV や携帯で総社市の情報を気

にしていた。工場の爆発後、息子と娘がそれぞれ

両親を迎えに行こうとしたが、息子は来る途中で

消防団に止められ、娘が孫と一緒に要配慮者の自

宅に行った。(0：00)娘が着いた時、要配慮者と妻

はガラスをよけて台所でじっとしていた。 

・移動：自力歩行 

- 

（0:30 自宅→1:30 娘の家） 

・娘の車で移動(妻、娘、孫

と） 

・下原から出ようとしたら

総杜大橋が通行止めにな

っていたので、真備町の岡

田方面を通って行った。い

つもなら 15 分のところ 1

時間から 1 時間半かかっ

た。 

・パジャマ 

家の様子を見に行き

たかったが、息子に

止められたのでその

日はあきらめた。 

息子が 7

日の朝に

両親の担

当ケアマ

ネに連絡

し、滞在

先を探

し、7/7 

特別養護

老人ホー

ム~7月末 

F 

聴力低下により音は聞こえたが内容は不明であっ

た。しかし、家族の呼びかけで水害が来ると思っ

た。ベッドで臥床になるが寝れないため、23：00

ころ自分で 2 階へ防災バックを持って上がり布団

をかぶっていた。その場所が安全と思い立退避難

はしていなかった。工場の爆発で布団の上にガラ

スが散乱し、動ける状態ではなかったが、この時、

孫が避難を支援し、孫に連れられて 2 階から降り

た。1 階では杖を使って歩行、玄関からは介添え歩

行 

- 

（0:00 自宅→嫁の友人の

家） 

・孫の車で移動(孫、ペット

と) 

他の車には(孫、嫁、ペット) 

 

- - 

G 

息子は自主防災組織として活動していたが携帯で

大雤特別警報を確認して、要配慮者を避難させね

ばと戻っていた。 

・移動：嫁の介添えで歩行 

(22：30)地

区内の一時

集合場所で

ある家の裏

の倉庫へ 

（1:00 すぎ→きびじアリ

ーナ） 

・自家用車で移動（嫁と） 

・避難所：暑い(クーラーな

い)、狭い(座るとこ少な

い）、人多くて落ち着かな

い、 

- 

7/7 

19：00 

特別養護

老人ホー

ムで 2 週

間 

H 

要配慮者は 1 階の就寝場所で寝ており、孫は雤の

音で外から何を言っているのかわからなかった

が、友人と弟から連絡を受け、要配慮者を起こし

て、介添えしながらとなりの弟宅の 2 階に避難さ

せた。(22：00 発、22：05 着)工場の爆発後、班長

の訪問をきっかけで地域避難を決断した。 

- 

(1：30 弟宅→1：40 きびじ

アリーナ) 

・自家用車で移動（家族 2

名と） 

・避難所：暑い、トイレが

遠い、人多くて落ち着かな

い 

- 

7/7 昼す

ぎ、親戚

宅へ 

I 

雤が気になっていたので、お風呂はやめてパジャ

マにも着替えず、普段の服で起きていた。妻が夕

方や食事中に TV のデータ放送で水位情報を見て

近くの川の水位が上がったのを知っていた。自宅

が公会堂の隣のことで、放送設備の鍵を預かって

おり、自主防災組織の副会長が鍵を借りに来た時、

避難の呼びかけをすると聞いて、自宅が平屋であ

- 

(22 時前に自宅→22：00 娘

の家) 

・自家用車で移動（妻と） 

(3:30 自宅→3：35 娘の家) 

・自家用車で移動（妻と） 

・孫がスマホで工場の爆発

や、火災が起きていること

(2：50 娘の家→3：

00 自宅) 

気になって娘と様子

を見に行った。まだ

水は来ていなかっ

た。薬など必要なも

のを取り出した。 

(7/7昼頃、

総社中学

校) 

・要配慮

者、妻、

娘、婿と 2

台の車で
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ることもあり、 避難を決断した。 を気づいた。 移動 

J 

聴力低下や雤の音もあり、屋内で窓を閉め切って

いたため聞こえにくかった。明治 26 年以来、水は

来ていないから大丈夫と思い、2 階に上がっておら

ず、台所で弟と話をしていた。 

工場の爆発があってからも避難をしようとは思っ

ておらず家の片づけをしていた(寝るところ作っ

ていた)。自主防の人が「早く逃げろ！」と言って

避難を決断。当時居合わせた弟が息子（要配慮者

の甥）に電話をかけ、甥が避難を支援しに来た。 

・移動：自力歩行 

- 

(0:30 自宅→0：45 きびじ

アリーナ) 

・甥の車に乗って移動（妻、

弟、甥と）・部屋着、スリ

ッパ 

・避難所：寝られない、座

って過ごす、毛布が不足、

布団が無い、横になれない 

・2 泊 

- 
7/8 

親戚宅へ 

K 

就寝中で、避難の呼びかけが聞こえていなかった。

工場の爆発後、娘からの連絡を受けて避難を決断

し、娘の夫が来るのを待った。屋内では自力歩行 

- 

(0:00 すぎ自宅→1：00 す

ぎ、娘の夫の家) ・パジャ

マ 

・娘の夫の車で移動(妻、娘、

娘の夫と) 

- - 

L 

外で車が走って話しているのは聞こえたが、内容

は聞こえなかった。息子は、携帯のアラームが常

に鳴っていたので電源切ろうと思った。すでに 2

階の就寝場所に横になっていた。その場所が安全

と思い立退避難はしていなかった。工場の爆発で

受傷をしたため、真備記念病院に行って治療を受

けた。 

（0:00 自宅

→0:00 すぎ

真備記念病

院着） 

・自家用車

で移動 

（2:00 自宅→2:15 きびじ

アリーナ） 

・自家用車で移動（家族 5

名と） 

・普段着 

・避難所：人多くて落ち着

かない 

（0:30真備記念病院

→1：00 自宅）・自

家用車で移動 

・家の片づけをして

いた。 

（1:30）班長の訪問

で避難決断 

7/7 7:00 

娘の家へ 

M 

窓を締め切って、TV を付けていたため外の呼びか

けは聞こえなかったが、また TV や携帯から避難

勧告、大雤特別警報は確認できた。真備町のエリ

アメールだけが届いたため、どこに避難すればい

いか分からなかった。いつもとは違って服を着た

まま 2 階で寝ていた。（普段の就寝場所は 1 階）2

階なら安全と思い立退避難はしていなかった。就

寝中、工場の爆発が発生。片付けをして、戸締り

をしてから「何度か爆発したのでもう爆発はない」

と思い寝ていた。(2:30)2 時半に大声で呼びかけが

あったので、気が付いた。「みんな避難したのに、

ここだけ来ていない」という近所の呼びかけで避

難を決断した。屋内では自力歩行 

- 

（3:00 自宅→4:00 きびじ

アリーナ） 

・自家用車で移動（妻、息

子と） 

・避難所：足音がうるさい、

トイレのスリッパがバラ

バラ、集団生活の配慮が無

い 

- 
7/8 

帰宅 

N 

1 階で就寝中であったため外の呼かけや避難勧告

が聞けなかった。危険を感じた息子が要配慮者を 2

階に避難させた。工場の爆発後、息子が情報を確

認しに公会堂に行ってきた。公会堂で「きびじア

リーナに避難しよう」という会話を聞いた息子は

自宅に帰って（0:15 自宅着）就寝中の要配慮者を

起こし、地域避難を開始した。

屋内では介添え歩行、玄関からは車いす 

- 

（1:20 自宅→1:30 きびじ

アリーナ） 

・自家用車で移動（息子、

嫁と） 

・普段は手押し車だが、当

日は車いすで移動 

・昼間のままの服 

・避難所：暑い、人多くて

落ち着かない、寝られな

い、衝立ができてよかった 

- - 

O 

外の放送が大雤で聞こえにくかった。また、風呂

とドライヤー使用のため、避難勧告や避難指示、

爆発音が聞こえなかった。身体障害(左方麻痺)があ

るため、2 階に上がることができない。その場所が

安全と思い、立ち退き避難はしていなかった。工

場の爆発から 1 時間はガラスを片付けし、家族の

呼びかけもあり、拡声器の音を聞いて避難を決断

した。次男の介添えで歩行。 

- 

（0:30 自宅→1:00 きびじ

アリーナ） 

・長男の車で移動（夫、長

男、次男と） 

・避難所：色々な方と話し

することができた 

・1 週間 

- 

くしろ分

館で 1 ヶ

月 

P 

1 階で就寝中であった。嫁は、「近隣を回っている

アナウンスは、雤も降っていたし 2 重ガラスなの

で聞き取れなかった」と述べた。TV が付けっぱな

しであったので大雤特別警報の確認ができた。要

配慮者は認知症があり、睡眠導入剤も飲んでいる

ので、起こすのが大変と思い、上階移動はしてい

なかった。逃げる必要があるかもと思い、非常用

持ち出し袋に普段使っているものを詰めていた。

工場の爆発後、嫁は要配慮者を起こして着替えさ

（0:40 自宅

→1:00 前公

会堂） 

・嫁の介添

え歩行で移

動。 

 

（きびじアリーナ） 

・マイクロバスで移動(20

名くらい)・いつもの服 

・避難所：人多くて落ち着

かない、毛布はもらえたが

床が固いので翌日簡易マ

ットを買いに行った。介助

しながら使えるトイレが 1

つしかなかった。 

- 親戚宅 
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せ、台所に座らせた。その際、「2 次爆発の恐れが

あるから公会堂に集まれ」というアナウンスが聞

こえ、避難を決断した。 

・移動：自力歩行、玄関からは介添え歩行 

・担当のケアマネさんが来

てくれたので安心した。 

 

表 ４-３ 要配慮者の避難訓練参加、過去災害経験、避難情報の理解、地域活動 

 
避難訓練 

参加回数 

避難訓練の 

影響 
過去災害経験 

避難情報
理解 

地域活動 
地域活動
の影響 

A 5  1893 年、家屋に大きな被害があった 
よく理解
していた 

掃除、緑化  

B 10 地区長が把握してくれている。 
1945,1954,1972,1976,1985,2011 年、経

験したが被害なし 

よく理解
していた 

自治会,女性の
会, 

コンサート手伝
い 

仲間つく
り, 

声掛け 

C - 

歩きにくいので参加を躊躇った。
逃げる必要があることは訓練参加

の呼びかけで分っていた。 

1985,2011 年、経験したが被害なし 
理解して
いた 

-  

D 1 

息子が避難するぞと言った時に、
訓練でも避難が必要と言っていた

と思った 

2011 年、家屋の一部に被害があった 

1954,1972 年、経験したが被害なし 

あまり理
解してい
なかった 

(視力の事ででき
ない) 

 

E 
- 

(妻 10 回) 

気づかなかったが非常用持ち出し
袋は用意していた 

1893 年、家屋に大きな被害があった - 

この 10年くらい
は息子さんが両
親に代わって出

ていた。 

両親のこ
とも気に
かけてく
れる 

F 8 

足が悪くなってから参加していな
い。 

防災バック 

- 

あまり理
解してい
なかった 

1 年前から足が
悪くなる前は、
歩こう会、敬老

会 

高齢同士
のつなが
り強い 

G 7  
1945,1954,1972,1976,1985,2011 年、経

験したが被害なし 

よく理解
していた 

自主防   

H -  

1893 年、家族がケガ・亡くなった。 

1945,1954,1972,1976,1985,2011 年、経
験したが被害なし 

ある程度
理解して
いた 

一人で散歩  

I 5 防災意識が高くなった。 
1893 年、家屋に大きな被害があった。 

1976 年、家屋の一部に被害があった。 

よく理解
していた 

掃除、緑化  

J 10 

災害時の対応について家族と話す
機会となった。非常持出袋が支給

されていた。 

1985 年、家屋の一部に被害があった。 

1945,1954,1972,2011 年、経験したが被
害なし 

よく理解
していた 

老人会、地区役
員（20 年程度） 

下肢機能
の強化、
周囲の状
況に気を
配る 

K 10 

持ち物の整理を普段からすること
はできた。少し被害の段取りをし

ていた 

1945,1954,1976,2011 年、経験したが被
害なし 

まったく
理解して
いなかっ

た 

ゴミ拾い（年 1~2

回） 

溝掃除（年 2 回） 

山掃除（年 2 回
） 

 

L 7 
訓練経路は異なるが、自主防、近
所付き合いの場として重要。 

2011 年、家屋の一部に被害があった 

ある程度
理解して
いた 

-  

M 
- 

(息子 5 回) 
会社でやっていたことが活きた 

1945,1954 年、家屋の一部に被害があっ
た。1893 年、経験したが被害なし 

よく理解
していた 

掃除、緑化 
声掛けし
あう 

N 
2 

(息子 7 回) 

訓練の時にもらった避難袋、即席
の食料を持って行けたので良かっ

た。 

- 
理解して
いた 

-  

O 
_ 

(夫 10 回) 
訓練のおかげ体が覚えている。 

1893 年、家屋に大きな被害があった。 

1985，2011 年、経験したが被害なし 

理解して
いた 

集いの会、運動
会 

避難所で
の話し相

手 

P 6 

行動も分かりやすかった。持ち出
し袋も準備していたし、名簿でチ

ェックもされていた。 

1893 年、家屋に大きな被害があった 
よく理解
していた 

掃除  

 

４.４. 考察 

本研究では水害時の避難行動を、覚知(a)、上階移動(b)、立退避難注 2）開始(c)、地域避難注

3）(d)、応急処置後一時帰宅注 4）(e)、地域避難後一時帰宅(f)、避難先(g)に分けて検討する。

各行動や行動場所を図４−１に示す。 
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図 ４-１ 水害時避難行動の段階 

 

４.４.１. 覚知（a） 

当日 21 時頃、自主防災組織が車で走り回りながら拡声器で、上階移動を呼びかけた。要

配慮者 C,M は、TV の音で外の呼びかけが聞こえなかったが、TV で情報を得ることができ

た。ここで TV は覚知の促進要素にもなり、阻害要素にもなっていることが分かる。自主防

の呼びかけは TV に比べて身近な状況を知らせ、TV をつけていない要配慮者(J,O)の覚知に

役立つことができた。しかし、大雤の時、外の呼びかけによる覚知は TV だけでなく、雤の

音(H,J,O,P)、窓(J,M)、要配慮者の聴力低下(C,E,F,J)によっても阻害されるということを考

慮しなければならない。覚知の阻害要素と促進要素を表４-４に示す。 

 

表 ４-４ 覚知の阻害要素、促進要素 

 阻害要素 促進要素 

身体能力 聴力低下(C,E,F,J)  

周りの人   
家族の連絡及び呼びかけ(B,D,E,F,H,J,K,N,O,P)、 
自主防の呼びかけ(J,O)、近所の呼びかけ(B,M)、 

消防・警察の呼びかけ(A,D)、 

空間的条件  自宅が公会堂の隣に位置(I) 

状況的要素 
雤の音(H,J,O,P)、TV の音(C,M)、窓(J,
M)、就寝中(C,D,K,M,N,P)、お風呂(O) 

TV(A,C,D,I,M,P)、携帯(M)、 
防災行政無線(P) 

 

また、外部要素のみならず、要配慮者が就寝中でも覚知は困難になる。避難情報が発令

されている時点で就寝中又は就寝準備をしていた要配慮者の行動と特徴を表４-５に示す。 

 

表 ４-５ 避難情報が発令されている時点で就寝中又は就寝準備をしていた要配慮者の

行動と特徴 

行動 要配慮者 特徴 

何らかの避難準備 
(服装、防災バッグ、2 階で就寝) 

C,F,L,M 娘、息子や孫などの健常者である家族と同居 

家族が情報収集或いは避難準備 H,N,P 娘、息子や孫などの健常者である家族と同居し、要配慮者の年齢 90 歳以上 

避難に対して何もしていない D,J,K 夫婦ともに要配慮者の世帯であり、家族の呼びかけ及び避難支援があった。 
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家族が情報収集或いは避難準備をしていた要配慮者は 90歳以上の高齢であることを考慮

すると、災害時における情報収集だけでなく、日常から情報収集など様々な部分を家族が

肩代わりしている可能性が高い。そのため、このような場合は家族の情報力や、災害時の

避難行動に対する適切な判断がより重要であると考えられる。一方、夫婦ともに要配慮者

の世帯の場合、避難情報が発令された時点で、避難に関するいかなる行動もせず、就寝中

又は対話中であった。 

 

表 ４-６ 避難情報が発令されている時点で起きていた要配慮者の行動と特徴 

行動 要配慮者 特徴 

避難又は避難準備 A,G,I 避難情報について「よく理解している」 

上階移動 B 避難情報について「よく理解している」 

覚知できていない O お風呂 

 

一方、起きていた要配慮者の行動を見ると(表４-６)、5 名(A,G,I,B,O)の中 3 名(A,G,I)が

避難又は避難準備、1 名(B)が上階移動をした。上の 4 名はいずれもヒアリング調査で避難

情報について「よく理解している」と答えた。他 J,M,P も「よく理解している」と答えた

が、就寝中などの要素で防災情報を聞けなかった。夜間災害の時間的な特性上、要配慮者

が就寝中、入浴中の可能性が高いため、これに対する対策が必要と考えられる。16 名中 10

名が就寝中或いは就寝準備中であったことから、就寝中の要配慮者への避難呼びかけの対

策が必要であると考えられる。 第一には就寝中の要配慮者を覚知させること、第二には就

寝前に備えをすることに分けて考えられる。H,K,N,P の事例から分かるように、就寝中の

要配慮者は外からの呼びかけが聞けなかった。また、雤音や窓によって聞こえにくいため、

これに対して戸別受信機を設置、或いは拡声器だけでなく要配慮者の家に直接訪問して呼

かけをすることが必要であろう。また、「大雤のときに外から拡声器の音が聞こえたら、

しばらく窓を開けて耳を傾けてほしい」と事前に周知するのも一つの方法であると考えら

れる。 

 

４.４.２. 上階移動（b） 

要配慮者 16 名の中、2 階建てに住む要配慮者は 14 名であったが、その中、上階移動を

行った要配慮者は 7 名(A,B,F,H,L,M,N)である。16 名の自宅の階数と就寝場所を図４−２に

示し、上階移動を行なった要配慮者は 7 名の行動と特徴を表４-７に示す。 

 

図 ４-２ 自宅の階数と就寝場所 
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表 ４-７ 上階移動を行なった要配慮者の行動と特徴 
行動 要配慮者 特徴 

自力歩行 A,B 
要配慮者のみの世帯（要配慮者の一人暮らしや、夫婦ともに要配慮者の世
帯）であり、日常の就寝場所は 2 階である。 

家族からの支援 H,N 日常の就寝場所は 1 階であり、移動手段はシルバーカーである。 

就寝場所の変更 F,L,M 日常の就寝場所は 1 階 

 

要配慮者 A は要配慮者の夫を避難させるために 2 階に連れて行き、B は息子の電話によ

り、2 階に自力で移動した。A は夫婦ともに要配慮者の世帯であるが自力歩行が可能である

ため、家族の安全のための行動も自力でできたことが分かる。また、これらの身体能力に

より日常の就寝場所の 2 階であることが可能であると考えられる。 

一方、日常でシルバーカーを使用する H,N の場合、日常の就寝場所は 1 階であり、当時、

家族の支援により上階移動が可能となった。このことから、就寝場所が 1 階であるのは身

体能力の低下によると考えられ、これは家族などからの支援により対応できることが分か

る。 

要配慮者F,L,Mの場合、日常では要介護2或いは介添え歩行など自力歩行が困難であり、

就寝場所も1階であったが、当時は就寝場所を変更し、2階で就寝中や就寝準備中であった。

大雤の時は、家族などからの支援により就寝場所を 2 階に変更することで、1 階で就寝する

時の浸水などのリスクに対応できると考えられる。 

また、上階移動をした 7 名のうち 5 名(A,B,F,L,M)が、「2 階なら安全」、「その場所が

安全」と思っていたのがヒアリング調査から確認された。このような考えが上階移動を促

進する要素となっていると考えられる。 

次は、上階移動を行なわなかった要配慮者 9 名(C,D,E,G,I,J,K,O,P)の行動と特徴を表４-８

に示す。 

 

表 ４-８ 上階移動を行わなかった要配慮者の行動と特徴 

行動 要配慮者 特徴 

避難訓練、地域活動の不参加 C,E,O 身体機能の低下 

過去経験 D,J 夫婦ともに要配慮者の世帯 

避難・一時集合  G,I 避難情報をよく理解していた 

就寝中 D,K,P 日常の就寝場所は 1 階 

I はすでに避難を開始し、K は就寝中 I,K  平屋 

 

身体機能の低下により、上階移動が困難であった要配慮者 C,E,O は、「何年も 2 階には

上がっていない」或いは「自力で 2 階に上がるのは難しい」と述べたことから、過半の要

配慮者の就寝場所が 1 階であることもまた、身体機能の低下によるものと考えられる。こ

のことから、2 階建てに居住しても上階移動が困難な場合があることが分かる。そのため、

1 階建てに居住する要配慮者と同様な対策として、より早いタイミングでの立退避難開始と

避難支援が必要と考えられる。 

要配慮者 D は「今までも来たことない」、要配慮者 J は、「明治 26 年以来、水は来てい

ない」と思い、上階移動を行なわなかった。両事例が夫婦ともに要配慮者の世帯であるこ 
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とを考慮すると、要配慮者自らの避難判断がより重要となる。 

早いタイミングで上階移動ではなく立退避難を開始した G と I はヒアリング調査で、「避

難情報をよく理解していた」と答えた。これにより、避難情報の理解が、避難タイミング

を早めることができると考えられる。 

要配慮者 D,K,P は、日常の就寝場所が 1 階であり、また、就寝中であったため、上階移

動ができなかった。4.4.1 節でみたように、D,K の場合は夫婦ともに要配慮者の世帯である

ため、覚知と避難準備を自ら行わなければならない可能性がある。今回の事例では、家族

が避難支援を行ったため避難開始ができたが、家族の避難支援が困難な状況を想定すると、

就寝中の要配慮者が覚知と避難決断を可能とする対策が必要と考えられる。また、2 階建て

に居住している場合は大雤の時、F,L,M のように就寝前、就寝場所を変更して 2 階で就寝

するのも一つの案と考えられる。 

平屋で居住している I はヒアリング調査で、避難訓練により「防災意識が高まり、避難情

報をよく理解している」と述べた。K は就寝中であったため覚知に加え安全な行動をとる

のも困難であった。「就寝中」は覚知だけでなく安全な行動にまで阻害要素として作用す

るため、就寝中の要配慮者への呼びかけ対策が一層重要となる。 

以下に上階移動の阻害要素と促進要素を表４-９に示す。 

 

表 ４-９ 上階移動の阻害要素、促進要素 

 

４.４.３.立退避難開始（c） 

要配慮者の立退避難開始からの行動や特徴を表４-１０に示す。 

 

表 ４-１０ 立退避難開始の際、要配慮者の行動と特徴 
行動 要配慮者 特徴 

2 階なら安全と思い、 
立退避難は開始していない 

A,B,F,L,M 上階移動 

家族などから避難支援 A,D,F,H,N,O,P 
介添え歩行や車いすなど、 
日常と異なる移動手段 

 

上階移動をした要配慮者 7 名のうち 5 名(A,B,F,L,M)が、「2 階なら安全」或いは「その

場所が安全」と思い、立退避難を開始していなかったことが分かる。「2 階なら安全」とい

う考えは、上階移動の促進要素にはなるが、立退避難の開始においては阻害要素になり得

ることが分かる。「2 階なら安全」という考えについて、入江 9,10)は、地域によっては住民

の 20~50%が持っていると報告している。また、要配慮者である家族を避難させることが上

 阻害要素 促進要素 

身体能力 

身体機能の低下(C：普段、自力歩行は可能であ
るが、自宅の階段は上がれないので何年も上が
っていない, E：普段、自力歩行は可能であるが、
自力で 2 階に上がるのは難しい, O：左方麻痺) 

自力歩行可能(A,B) 

周りの人  
家族を 2 階に避難させる(A：夫が障害者 2 級)、 

家族からの支援及び連絡(B,H,N) 

空間的条件 平屋(I,K) 2 階やその場所が安全(A,B,L,M)、2 階の就寝場所(A,B) 

状況的要素 過去経験(D,J)、1 階で就寝中(D,P：睡眠導入剤)  
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階移動の促進要素であったが、避難開始に当たっては阻害要素となっていたことが分かる

(A)。2 階への移動が安全というには依然として浸水のリスクがあることと、そのため早い

タイミング、特に就寝前に立退避難を行う必要があることを事前に周知する必要があると

考えられる。避難開始の阻害要素と促進要素を表４-１１に示す。 

 

表 ４-１１ 避難開始の阻害要素、促進要素 
 阻害要素 促進要素 

 周りの人 
家族の身体機能の低下
(A：夫が障害者 2級) 

消防団員の避難支援(A)、家族(D,E,F,G,H,J,K,N,O,P)、 
警察の呼びかけ(D)、近所の呼びかけ(B,M)、班長の訪問(H,L)、 

自主防(I,J,O), 家族の受傷(C) 

空間的条件 
RC住宅(A)、 

2階なら安全(A,B,F,L,M) 
自宅の倉庫が地区内集合場所(G)、平屋(I) 

状況的要素 
就寝中(C,D,K,M,N, 
P：睡眠導入剤) 

火事(B)、受傷(C,L)、 
防災行政無線(P) 

 

「2 階なら安全」と思い、立退避難を開始していなかった要配慮者(A,B,F,L,M)の避難開

始を促進した要素を見ると、消防団員(A)、近所(B,M)、家族(F)、班長(L)の呼びかけ及び避

難支援があることがわかる。 

 

４.４.４.地域避難（d） 

地域避難を行なった要配慮者の行動と特徴を表４-１２に示す。 
 

表 ４-１２ 地域避難を行なった要配慮者の行動と特徴 

行動 要配慮者 特徴 

一時集合場所などに寄らず、
直ちに地域避難を行った 

E,F,H,J,K,
M,N,O 

・同居の家族が搬送：F,H,M,N,O 
（多世帯家族） 
・別居の家族が搬送：E,J,K 
（夫婦ともに要配慮者の世帯、就寝場所は 1 階、上階移動していない） 

地域避難前一時集合 A,B,G,P 避難訓練には 5 回以上参加、避難情報をよく理解していた。 

 

一時集合場所に寄らず、直ちに避難先に行った要配慮者は、自家用車で移動した。その

うち F,H,M,N,O は多世帯家族で、同居している家族が運転して移動し、E,J,K は 別居し

ている家族及び親戚が迎えに来て一緒に避難先へ移動した。同居の家族と避難した要配慮

者の出発時刻は、0:00、1:30、3:00、1:20、0:30 であり、別居の家族が迎えに来て避難した

要配慮者の出発時刻は、0:30、0:30、0:00 であった。同居の家族と避難した要配慮者（多

世帯家族）のうち、出発時刻がより遅かった場合があるのは、要配慮者の介護用品など数

人の家族の物品を 1~2 人が全部揃えたこと（F,H,O）による。これについて、介護用品や

薬等を要配慮者に必要な物を事前に用意しておくことが望ましいと考えられる。 

地域避難前に一時集合場所に行った要配慮者 A,B,G,P は、避難訓練に各 5、10、7、6 回

で 5 回以上参加しており、ヒアリング調査で「避難情報をよく理解している」と答えた。

事前に避難訓練による避難情報や一時集合場所についての周知があったと考えられる。家

の裏の倉庫が一時集合場所であった G を除いた A,B,P はマイクロバス及び近所の車で避難

した。自家用車がない、或いは運転ができない要配慮者の場合、一時集合場所に行くと地

域避難が可能になることが期待できると考えられる。 
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４.４.５.応急処置と一時帰宅 （e） 

ヒアリング調査では、要配慮者 C,L は病院治療後、すぐに避難所に行かず帰宅した理由

について確認できなかったが、帰宅後の行動は確認できた。C は帰宅後、薬、持ち出し袋を

取りそろえた。L は帰宅後、家の片付けをしており、この時班長が訪問し、避難を呼びかけ

た。これについては、ヒアリング調査で「班長の訪問が避難決断のきっかけであった」（H,L）、

班長が支援に来たことが「本当に役立った」（O）と答えたことから班長の訪問は要配慮者

の避難決断及び避難行動に有効であることが分かる。また、自宅の位置する地域に避難情

報が発令されている場合、帰宅行動は危険であるため、病院に行く前に避難準備を済ませ

る必要がある。しかし、緊急時に避難準備をすることが難しいため、日常からの備えが重

要と考えられる。 

 

４.４.６.地域避難後一時帰宅（f） 

地域避難後、一時的に帰宅した要配慮者は D,I がいた。I は家が気になり、家に帰って 30

分以内に薬などを取りまとめて出てきた。一方、D は視力低下により、歩行に白杖が必要

であるが、家に置いてきたため白杖を取りに一時帰宅した。しかし、清掃や休息など 12 時

間以上滞在していた時、家が浸水し、2 階からボートで救助された。後藤 13)の研究による

と、東日本大震災当時、帰宅行動をした人のうち 41.7%（リアス部）が、家族親戚の知人

の安否確認のため、22.0%（平野部）が被害状況を確認するため、15.4%（リアス部）が避

難の準備をするために帰宅したと報告されている。本研究では家族と避難するケースが多

いことから、安否確認より被害の状況確認、避難準備のための帰宅行動が見られた。災害

の種類や発生時間帯によって、帰宅行動の目的も異なってくることが分かる。これに対し

て避難訓練など事前に一時帰宅の危険性を周知する必要があると考えられる。要配慮者は

D,I は過去災害経験について、「家屋の一部に被害があった」と回答したことで、田中ら 14)

が述べた「災害経験があったとしても自身が被災していなかったりすることがリスクを過

小評価させる」ことが確認できた。 

 

４.４.７.避難先（g） 

地域避難を行なった要配慮者の服装と特徴を表４-１３に示す。 

 

表 ４-１３ 地域避難を行なった要配慮者の服装と特徴 

服装 要配慮者 特徴 

普段着 
A,C,D,F,I, 

M,N,P 
・A,C,D,M,N,P：きびじアリーナに避難（C,N は避難所について「暑い」と答えた） 
・F,I：家族・知人宅に避難 

パジャマ B,E,K 
・B：きびじアリーナに避難（避難所について「寒い」と答えた） 
・E,K：家族宅に避難 

 

パジャマを着た状態できびじアリーナに避難していた B は，避難所について「寒い」と

答えた一方、普段着を着た状態で避難していた A,C,D,M,N,P の中には「寒い」と答えた人

がおらず、C,N は「暑い」と答えた。同一の避難所であっても、服装や着衣の水分の気化
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熱によって感じ方が異なる可能性がある。これにより、大雤が続くときはパジャマに着替

えず、普段着のままで就寝する必要があると考えられる。また、服装などにより寒いと感

じる住民に対する避難所からの対策も必要と考えられる。 

また、避難所において困ったことについて、「寒い」や「暑い」の他にも、「人が多く

落ち着かない」、「毛布不足」、「トイレが遠い」、「狭い」、「プライバシーがない」

などの意見もあった。避難所で困った経験が今後の避難行動の阻害要素にならないように

避難所について住民と行政の意見交換とフィードバックが必要であると考えられる。 

 

４.５.まとめ 

本研究は、要配慮者の水害避難のための基礎資料とすることを目的とし、平成 30 年 7 月

豪雤における下原地区の要配慮者避難事例のヒアリング調査に基づき、要配慮者の避難行

動を段階別に分析し、避難行動を阻害及び促進する要素と課題を導出した。具体的に、以

下が明らかになった。 

覚知段階においては、TV と外の呼びかけのように情報手段がお互いに阻害になり得るこ

とや、また、夜間災害の時間的な特性上、就寝中の要配慮者を覚知させることや就寝前に

備えをさせることが課題になっていた。 

上階移動については、2 階建てに居住しても身体能力の低下などにより上階移動が困難な

場合があったことから、平屋に居住する要配慮者と同様な対策として、より早いタイミン

グでの立退避難開始と避難支援が必要と考えられる。 

「2 階なら安全」という考えは上階移動の促進要素になる一方、立退避難開始の阻害要素

にもなり得ることが明らかになった。2 階はまだ浸水のリスクがあることとそのため早いタ

イミング、特に就寝前に立退避難を行う必要があることを事前に周知する必要があると考

えられる。また、「2 階なら安全」と思い立退避難を開始していない要配慮者には、班長、

近所、家族、消防団員の呼びかけ及び避難支援が促進要素になり得ることが分かった。 

本研究の成果は、要配慮者の水害避難のための基礎資料として活用することができる。

今後、多様な時間帯に応じて要配慮者が自宅にいる際、どのような要素が避難行動に影響

するのかさらに検討する必要がある。 

 

注 

注1) 災害対策基本法第 8 条第 2 項 15 号では、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配

慮を必要とする者」を要配慮者としており、また、同法第 49 条の 10 では、「要配慮者

のなかでも特に支援を必要とする者」を避難行動要支援者としている。本研究で扱う

対象者には自力歩行ができる者が含まれている(つまり、すべての対象者が避難行動要

支援者であるというわけではない)ため、要配慮者という用語を使用した。本研究の対

象者には、要配慮者として高齢者および障害者が含まれる。 
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注2) 自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、災害リス

クのある区域等の外側等、対象とする災害に対し安全な場所に移動すること。本研究

では、下原地区内を災害リスクのある区域と見なす。 

注3) 本研究では、地区内が危険と判断され、他の地域に避難することを意味する。地域避

難の避難先には避難所、親戚宅、知人宅等が含まれる。 

注4) 本研究では、避難勧告や避難指示が発令されている状況での帰宅を意味する。 

注5) 2018 年 7 月 7 日の朝、真備記念病院の 1 階が浸水した。浸水区域に該当したため避難

先とは言えないが、病院への搬送は応急処置という立退避難準備の行動と見なす。 
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第５章 結論 

要配慮者避難支援を実施するのに、要配慮者の脆弱性に関する検討が先行されなければ

ならない。従来の福祉関係者は、要配慮者の ADL と、暮らしている社会環境の相互作用に

よる脆弱性、つまり「生活問題」に対応しているが、災害時の環境においてはその脆弱性

が「避難課題」となり、これはより多様な主体からの協力が必要となる。 

そこで本研究では、様々な主体が生活問題について相互に協力しあう地域福祉の観点を

持ち、福祉関係者（ケアマネジャー）、自主防災組織等の地域住民、要配慮者本人等を避

難支援の主体として、要配慮者の避難支援を検討した。 

災害時の環境においては、要配慮者のみならず、避難支援者にも脆弱性が発生するなど、

日常の社会環境と異なるため、要配慮者の身体能力とどのように相互作用するのか、社会

環境における脆弱性に対応する支援内容が災害時の環境においてはどのように作用するの

かなど、さらに様々な要素について検討する必要がある(図５-１)。 

そこで本研究では、要配慮者の身体能力と災害時の環境の相互作用を把握するため、要

配慮者の避難行動（自力避難と介助避難）と住民による避難支援行動に着目し、津波避難

訓練と実災害における現状を把握し、要配慮者の避難支援に有効な方法を提示することに

よって要配慮者や避難支援者も含めた人的被害を軽減することを本研究の目的とした。 

 

図 ５-１ 社会環境と災害時環境における要配慮者や避難支援者の脆弱性と 

それに係る主体 

 

第２章は「福祉と連携した要配慮者津波避難訓練を通じた避難支援課題の抽出」と題し、 

海南市要配慮者津波避難訓練における避難速度の計測や避難状況の観察・分析、アンケー

ト調査を行い、避難行動の段階別の課題や、要配慮者のケアプランに反映できる要素を抽

出することができた。 

得られた主要な知見は、以下の通りである。 
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(1) 避難行動の各段階別の課題 

ⅰ避難開始段階 

聴覚の要因により、覚知時間が長くなった要配慮者にはケアマネジャーや近隣の声

かけが効果であることがわかり、また、自宅には戸別受信機の設置が必要と考えられ

る。ケアマネジャーが要配慮者の自宅までかかる時間を考慮すると、適時に避難支援

を行うことが困難と判断する場合には、自力歩行が可能な要配慮者は自力避難を行う

可能性も想定する必要があると考えられる。なお、避難開始段階で一緒に避難する人

を待機する時間が時間延長の要因となり得ることがわかった。 

ⅱ避難行動段階 

一旦海側へ移動し、標高的リスクがあった要配慮者に関しては、日常使用してい

る経路か、地域で決められている経路を訓練当日も使用したことがアンケートから

わかった。避難手法や避難経路に関しては要配慮者とケアマネジャーがともに再検

討を行う必要がある。避難経路においては手すりの形状や高さ、設置有無などによ

る転倒の危険が観察された。要配慮者の歩行安全性のためには、手すりの形状や高

さを考慮した設置が必要であり、手すりの設置が困難である箇所は、開閉式手すり

を考慮する必要があると考えられる。歩行不安定などの体力的要因を改善するため

には、体力維持及び向上のためのバランス運動、下肢筋力トレーニングが必要と考

えられる。電動車いすは傾斜地において操作不安定が観察されたが、傾斜地での走

行が慣れるよう避難訓練や日常生活で避難経路を身につけておく必要がある。 

 (2) (1)で把握した課題のうち、避難経路など構造的な要素を除く、体力などの非構造

的な要素の支援はケアプランに反映が可能である。自力歩行が可能な要配慮者は、

自力避難を行う可能性も想定する必要があるため、避難経路や避難手法に関してケ

アマネジャーは要配慮者とともに検討を行う必要がある。また、要配慮者の体力も

避難時間延長及び短縮の大きな要因であったため、津波避難の際、高台に登ること

に念頭をおいてケアプランにより要配慮者の体力維持及び向上のためのバランス運

動、下肢筋力トレーニングを支援する必要がある。なお、自力避難を行う可能性を

想定し、避難手段や避難経路の選定、避難タイミングへの心得など、日常からの準

備をケアマネジャーが支援する必要があると考えられる。 

 

第 3 章は「津波避難訓練の観察による車いすへの支援行動発生状況の分析-高知県中土佐

町における津波避難訓練を事例として-」と題し、より効率的な車いす避難を可能とするた

めに、中土佐町において住民参加のもと行われた津波避難訓練における要配慮者の避難行

動及び住民の避難支援行動を観察・分析し、訓練後アンケート調査を行うことにより、避

難訓練への反映が望ましい要素、車いす避難支援行動タイプを導出することができた。 

得られた主要な知見は、以下の通りである。 

(1)  中土佐町の津波避難訓練において、同一の避難先であっても、歩行より車いすで避

難した場合の避難行動時間がより短かったことから、高齢化率の高い地域は車いす避
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難の準備が必要と考えられる。加えて、実災害時における車いす避難に備えて、避難

訓練により車いすがどこに保管されているかを事前に共有し、使い方を練習すること

も可能であろう。 

 ゴンドラがある避難タワーの場合、限られた時間内でどんな人にゴンドラ利用を優

先すべきか、どのようにより効率的に使用するのか避難訓練を通じて検討する必要が

あると考えられる。 

 避難訓練後、ハザードマップなどに基づき、避難先、避難経路、避難手段等や避難

開始時間の中で不要であった行為についての自己診断及びフィードバックに加え、避

難中に観察された課題、感じたこと等について意見交換が必要である。 

 アンケートから、住民は夜間訓練などのさらに多様な可能性に備える訓練を希望し

ていることがわかった。昼間には把握できなかった避難経路の危険箇所、津波避難誘

導標識等の夜間視認性確保対策等は夜間訓練によって検討が可能であるため、夜間避

難訓練の実施が必要と考えられる。 

(2)  本研究では、通りすがりに避難支援に参加した住民の避難支援の動機などについて

の詳細は不明であるが、避難支援行動を開始する時点は把握でき、二つのタイプが導

出された。 

 一つ目のタイプは、予防的支援行動であり、このタイプは、車いす避難の支援者の

年齢やスロープの急な傾斜により身体的負担が予想される時点、支援者の車いす操作

不安定により危険が予想される時点等、困難・危険が予想される時点で行われた。何

らかの困難や危険が実際に発生していない時点で、予防的支援行動を行うことにより

急激な速度低下や停止、危険な状況を予防することができた。このタイプは、支援者

への声かけや対話から支援行動が始まったことから、車いす避難の場合、要配慮者の

みならず支援者のコミュニケーション能力が重要と考えられる。また、避難タワーの

スロープのように狭い経路で、予防的支援行動により渋滞を避けることができたこと

から、健常者と要配慮者を分散して避難誘導するよりも、車いす避難者がいる場合、

予防的支援行動が可能である健常者もスロープへ送る方がより効率的であると考えら

れる。バーを装着した車いすの場合、より多くの住民が支援行動に参加したことから、

予防的支援行動のためにはバーの装着が有効であると考えられる。 

 二つ目のタイプは、停止発生による支援行動である。このタイプは、車いすが段差、

鉄扉のレール、砂利道、支援者の休憩などによって停止が発生する時点に行われ、障

害物から抜け出し停止が解決なると支援行動を終了した。支援者の身体的負担等によ

り、他の住民の継続的な支援行動が必要であれば、この時点で支援を要請することが

良いと考えられる。また、支援者の体力により速度は異なるものの、ロープを取り付

けることにより、障害物から短時間で抜け出せることができたことから、停止発生へ

の対策として、バーやロープを装着することが良いと考えられる。 
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第 4 章は「平成 30 年 7 月豪雤における要配慮者の避難行動に影響を与えた要素と課題の

導出-覚知、上階移動、立退避難等の各段階のプロセスについて-」と題し、平成 30 年 7 月

豪雤における総社市下原地区の要配慮者避難事例のヒアリング調査に基づき、要配慮者の

避難行動を段階別に分析し、避難行動を阻害及び促進する要素を導出することができた。

阻害要素は図５-１の避難課題になる。 

得られた主要な知見は、以下の通りである。 

(1)  覚知段階においては、TV と外の呼びかけのように情報手段がお互いに阻害になり得

ることや、また、夜間災害の時間的な特性上、就寝中の要配慮者を覚知させることや

就寝前に備えをさせることが課題になっていた。 

(2)  上階移動については、2 階建てに居住しても身体能力の低下などにより上階移動が困

難な場合があったことから、平屋に居住する要配慮者と同様な対策として、より早い

タイミングでの立退避難開始と避難支援が必要と考えられる。身体能力の低下により

上階移動が困難であるという脆弱性が、社会環境においては「生活問題」にとどまり、

1 階における生活を支援することで対応できたが、一階浸水のような「災害時環境」と

いう要素が加わると「生活問題」は「避難課題」となり、家族の支援により上階移動

ができた(図５-１)。このように、社会環境における脆弱性への対応が、避難課題への

対応にはならない可能性があり、日常とは異なる支援が必要となることが分かった。 

(3)  「2 階なら安全」という考えは上階移動の促進要素になる一方、立退避難開始の阻害

要素にもなり得ることが明らかになった。2 階はまだ浸水のリスクがあることとそのた

め早いタイミング、特に就寝前に立退避難を行う必要があることを事前に周知する必

要があると考えられる。また、「2 階なら安全」と思い立退避難を開始していない要配

慮者には、班長、近所、家族、消防団員の呼びかけ及び避難支援が促進要素になり得

ることが分かった。 

 

本研究で得られたこれらの知見を踏まえて今後、災害時環境における要配慮者や避難支

援者の脆弱性についてさらに研究を進めるとともに、地域福祉より要配慮者避難支援を行

う際に、どう活用するかを検証する必要がある。そのために、時間帯や災害の種類等、さ

らに多様な災害時環境を想定し検討を行う必要がある。また、本研究で対象とした地区以

外においても、地域固有の条件及び特性による避難課題を把握した上で、本研究で用いた

検討を地区防災計画、個別避難計画等に盛り込むことで、災害時環境における要配慮者や

その支援者も含めた人的被害の軽減に貢献していきたい。 
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